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令和４年６月22日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和４年度宮崎県一般会計補正予

算（第１号）

○議案第３号 県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて

[宮崎県税条例の一部を改正する

条例]

○報告事項

・令和３年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

○請願第９号 夫婦・親子同氏を維持し、旧姓

の通称使用の拡充を求める意見

書提出についての請願

○その他報告事項

・次期総合計画長期ビジョンの素案について

・宮崎カーフェリー株式会社の経営状況等につ

いて

・令和３年度の移住実績について

・宮崎県中山間地域振興計画の改定について

・フードビジネスの推進について

・みやざき文化振興計画（仮称）の策定につい

て

・宮崎県情報公開条例の改正について

・みやざき行財政改革プラン（第三期）に基づ

く行財政改革の取組について

・宮崎県東京ビル再整備事業に係る優先交渉権

者の決定について

・大規模災害時における物資の安定供給調査の

結果について

○閉会中の継続調査について

出席委員（８人）

委 員 長 日 高 博 之

副 委 員 長 日 髙 利 夫

委 員 星 原 透

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

政 策 調 整 監 吉 村 達 也

総合政策部次長
川 北 正 文

（政策推進担当）

総合政策部次長
殿 所 大 明

（県民生活担当）

総 合 政 策 課 長 津 田 君 彦

広域連携推進室長 池 田 幸 優

秘 書 広 報 課 長 長 友 修 一

広 報 戦 略 室 長 鬼 塚 保 行

統 計 調 査 課 長 小 園 浩 孝

総 合 交 通 課 長 佐 野 晃 浩

中山間･地域政策課長 湯 地 正 仁

産 業 政 策 課 長 大 野 正 幸

デジタル推進課長 甲 斐 慎一郎

生 活 ・ 協 働 ・
牛ノ濱 和 秀

男 女 参 画 課 長

交通･地域安全対策監 川 越 直 海

みやざき文化振興課長 德 山 久 明

人権同和対策課長 壱 岐 秀 彦

国 ス ポ ･ 障 ス ポ 準 備 課 長 塩 田 康 一

令和４年６月22日(水)
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総務部

総 務 部 長 渡 辺 善 敬

危機管理統括監 横 山 直 樹

総 務 部 次 長
小 牧 直 裕

（総務･市町村担当）

総 務 部 次 長
児 玉 憲 明

（ 財 務 担 当 ）

危 機 管 理 局 長
松 野 義 直

兼危機管理課長

総 務 課 長 渡 邉 世津子

人 事 課 長 川 畑 敏 彦

行政改革推進室長 壱 岐 さおり

財 政 課 長 高 妻 克 明

財産総合管理課長 鹿 島 寛 俊

税 務 課 長 満 留 芳 文

市 町 村 課 長 児 玉 洋 一

総務事務センター課長 朝 稲 晃

消 防 保 安 課 長 寺 田 健 一

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 牛ノ濵 晋 也

総 務 課 主 事 大 島 采 香

○日高委員長 ただいまから、総務政策常任委

員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

○松浦総合政策部長 おはようございます。総

合政策部でございます。よろしくお願いいたし

ます。

早速ですけれども、本日御審議いただきます

議案等の概要につきまして、御説明いたします。

お手元の総務政策常任委員会資料の表紙をお

めくりいただきまして、裏面の目次を御覧くだ

さい。

まず、Ⅰ、予算議案であります。これについ

ては右隣の１ページを御覧ください。

令和４年度６月補正予算案（議案第１号関係）

であります。表に各課ごとの補正の内容を記し

ておりますけれども、一般会計の表の一番下の

計の欄を御覧ください。

今回お願いしておりますのは、合計で3,873

万9,000円の増額であります。内容としましては、

国のデジタル田園都市国家構想推進交付金を活

用したＤＸ推進の事業、マイナンバーカードの

普及促進の事業、都城市が行いますＪＲ山之口

駅のバリアフリー化整備に対する支援、それか

ら離島航路関係の事業の補正予算でございます。

なお、補正後の額につきましては、６月15日

に可決いただきました議案第13号の補正予算の

額は含まれておりませんので、よろしくお願い

いたします。

目次にお戻りください。

Ⅱ、報告事項は、令和３年度宮崎県繰越明許

費繰越計算書についての１件がございます。

その下のⅢ、その他報告事項は、次期総合計

画長期ビジョンの素案についてを含め、６件の

報告がございます。それぞれの内容については、

令和４年６月22日(水)
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担当課長から御説明いたします。

私からの説明は以上であります。よろしくお

願いいたします。

○日高委員長 次に、議案等についての説明を

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○佐野総合交通課長 総合交通課の補正予算に

つきまして、御説明いたします。

お手元の令和４年度６月補正歳出予算説明資

料の３ページをお開きください。

総合交通課の補正予算につきましては、左か

ら２列目の一般会計補正額にありますとお

り、1,000万円の増額補正をお願いしております。

補正後の額につきましては、右から３列目、28

億4,459万4,000円となります。

次に、５ページをお開きください。

上から５行目の（事項）地域交通ネットワー

ク推進費の説明欄の１、離島航路運航維持対策

事業について、別冊の常任委員会資料で御説明

いたします。

委員会資料の２ページをお開きください。

まず、１の事業の目的・背景についてであり

ますが、国、地元自治体である延岡市とともに、

離島航路である島野浦－浦城航路を運航する事

業者を支援することにより、離島住民の交通手

段の安定的な確保を図るものであります。

２の事業概要を御覧ください。

予算額は1,000万円で、財源は一般財源、事業

期間は令和４年度の単年度であります。

次に、事業内容でございますが、これまで県

では航路事業の運行により生じた欠損の地元負

担に対し補助を行っているところですが、今回、

国の方針により航路事業で使用する船舶につい

て、１円まで減価償却が可能となったことから、

それに伴い生じた欠損を単年度に限り補助する

ものであります。

下の表を御覧ください。

島野浦の離島航路につきましては、高速艇の

クイーンにっぽう２とフェリーのにっぽう３の

２隻で運航されており、今回の減価償却で合わ

せて約3,300万円の欠損が生じますが、これに対

し国は令和３年度末に約1,900万円の補助をして

おります。

国の補助後に残る約1,400万円の欠損につい

て、延岡市はその全額を負担する意向でありま

すことから、県としましてもこれまでの運行の

欠損に対する支援と同様、補助率４分の３以内、

上限1,000万円で補助するものでございます。

最後に、３の事業効果としましては、離島航

路事業者へ必要な支援を行うことで、離島住民

の通院や通学、通勤など、生活に必要不可欠な

交通手段が安定的に確保されるものと考えてお

ります。

総合交通課の説明は以上です。

○大野産業政策課長 産業政策課の補正予算に

ついて、御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の７ページをお願

いします。

産業政策課の補正額は、左から２列目、1,600

万円の増額補正をお願いしております。

右から３列目、補正後の額は５億7,069万7,000

円となります。

９ページをお願いします。

（事項）産業デジタル化推進費の説明欄、新

規事業、みやざきフードビジネスＤＸ実装支援

事業につきまして、別冊の常任委員会資料で御

説明いたします。

委員会資料の３ページをお願いします。

１の事業の目的・背景についてでありますが、
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この事業は国のデジタル田園都市国家構想推進

交付金が交付決定されましたことから、今回補

正予算としてお願いしているものです。

デジタル技術を活用した経営改革、いわゆる

ＤＸに成功している先駆的な取組を本県事業者

に導入して、生産性の向上や稼ぐ力の強化を図

るというものです。

２の事業概要ですが、予算額は1,600万円、財

源は全額国庫となっておりますが、800万円がデ

ジタル田園都市国家構想推進交付金、残りの800

万円が地方負担分となっておりますが、臨時交

付金を充当しております。

事業期間は、令和４年度の単年度です。

（５）の事業内容についてです。

①のＤＸ実装支援は、飲食店や飲食料品小売

業向けのＡＩによる需要予測システム等の導入

に対して補助を行うもので、500万円を上限とし

て３社への支援、補助を想定しております。

②のスタートアップセミナーは、食品関連事

業者に対しＡＩなどのデジタル技術の導入に関

するセミナーを開催するものです。

３の事業効果につきまして、この事業により

フードビジネス分野が抱える課題をデジタルの

力で解決するＤＸの好事例を創出し、この成果

を県内事業者への横展開につなげてまいりたい

と考えております。

説明は以上であります。

○甲斐デジタル推進課長 デジタル推進課の補

正予算につきまして、御説明いたします。

お手元の令和４年度６月補正歳出予算説明資

料の11ページをお開きください。

当課の補正予算額は、左から２列目の一般会

計の補正額にありますとおり、923万9,000円の

増額補正をお願いしております。補正後の額は

右から３列目、13億1,414万円となります。

補正の内容につきましては、13ページをお開

きください。

上から５行目の（事項）電子県庁プロジェク

ト事業費の説明欄、新規事業、マイナポイント

取得促進事業であります。

詳細については、別冊の常任委員会説明資料

で御説明いたします。

常任委員会資料の４ページをお開きください。

１の事業の目的・背景であります。

国によるマイナンバーカードを活用した消費

活性化策でありますマイナポイント事業につい

て、ポイントの取得方法に関する広報や申請手

続の支援等を行うものであります。

２の事業の概要ですが、予算額は923万9,000

円で、財源は全額国庫、事業期間は令和４年度

の単年度であります。

事業内容でありますが、①のマイナポイント

に関する広報は、マイナポイントの申込みや利

用方法に関して、テレビＣＭの放映や新聞・雑

誌等への広告の掲載など、県内全域を対象とし

た広報を行うものであります。

②のマイナポイントの取得支援等は、市町村

と連携し、ショッピングモールやスーパーなど

の集客施設で、マイナンバーカードの出張申請

窓口やマイナポイントの支援窓口を設置し、マ

イナポイントの取得手続を支援するものであり

ます。

３の事業の効果としましては、県民のマイナ

ポイント取得を促進することで、新型コロナウ

イルス感染症により落ち込んだ消費の活性化を

図るとともに、マイナンバーカードの取得促進

につなげていきたいと考えております。

最後になりますが、マイナポイント第２弾の

概要について、下の表で御説明いたします。

まず、①にありますとおり、マイナンバーカ
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ードと紐づけたキャッシュレス決済を利用して

いただくことで、利用金額の25％、最大5,000円

相当のポイントが付与されます。これは令和２

年９月に始まったマイナポイント第１弾と同じ

仕組みで、第１弾との重複受給はできません。

次に、②にありますとおり、マイナンバーカ

ードの健康保険証としての利用申込みを行うこ

とで、7,500円相当のポイントが付与されます。

また、③にありますとおり、マイナンバーカ

ードと年金や児童手当などの公金を受け取るた

めの口座の紐づけを行うことで、7,500円相当の

ポイントが付与されます。

①から③の合計で、最大で２万円相当のポイ

ントが受け取れるということになっております。

説明は以上であります。

○塩田国スポ・障スポ準備課長 国スポ・障ス

ポ準備課の補正予算につきまして、御説明いた

します。

お手元の令和４年度６月補正歳出予算説明資

料の15ページをお開きください。

国スポ・障スポ準備課の補正予算につきまし

ては、左から２列目の一般会計の補正額にあり

ますとおり、350万円の増額補正をお願いしてお

ります。

補正後の予算額につきましては、右から３列

目、59億8,313万3,000円となっております。

次に、17ページをお開きください。

上から５行目の（事項）国民スポーツ大会事

業費の説明欄、新規事業、ＪＲ山之口駅バリア

フリー化整備支援事業につきまして、別冊の常

任委員会にて御説明いたします。

常任委員会資料の５ページをお開きください。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すとおり、令和９年度の国スポ・障スポの主会

場として、現在、都城市に整備を進めておりま

す新陸上競技場の玄関口でありますＪＲ山之口

駅につきまして、都城市が行いますバリアフリ

ー化整備に対し、必要な支援を行うものであり

ます。

下のほうにバリアフリー化のイメージ写真を

つけておりますけれども、現在は左上の写真に

ありますとおり、跨線橋を渡らないとホームに

移動できない状況でございます。このため、今

回の整備によりまして、跨線橋の撤去を行い、

その代わりに右のほうに参考として木花駅の写

真をつけておりますけれども、このような平面

踏切を設置しまして、スロープを上がってホー

ムに移動するといったバリアフリー化を行うも

のであります。

なお、都城市におきましては、今回のバリア

フリー化整備に加えまして、駅舎の改築や駅前

広場の整備なども併せて行う予定にしておりま

す。

次に、２の事業の概要でございます。

予算額は350万円で、一般財源を活用して令和

４年度から５年度にかけて整備を行う予定とし

ております。

事業内容は都城市が行う駅のバリアフリー化

整備に対する支援でありまして、今年度はその

測量設計に対する支援を行うものです。事業費

は1,050万円で、その３分の１の350万円を負担

するものであります。

３の事業の効果でありますけれども、今回の

バリアフリー化によりまして、円滑な大会運営

を図りますとともに、大会後を見据えた陸上競

技場の利活用につなげてまいりたいと考えてお

ります。

説明は以上であります。

○日高委員長 執行部の説明が終了しました。

議案等について、質疑はございませんか。
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○太田委員 資料の２ページの離島航路運航維

持対策事業についてでありますが、これは延岡

市からすると本当にありがたいという気持ちで

質問いたしますが、２の（４）事業内容に、欠

損のうちの減価償却という表現がありますが、

全体の欠損は幾らなのでしょうか。

○佐野総合交通課長 欠損としては、7,500万円

ほどだったと思うんですが、もともとこの減価

償却以外の欠損については、同じように国と県

と市で全て補塡させていただいているところで

ございます。

それと併せて、今回新たに国がこういう取扱

いに変えたものですから、その減価償却費にか

かる欠損についても同じように支援するところ

でございます。

○太田委員 減価償却というのは10年とか20年

とかの期間内で、税金対策としても落としていっ

て、最終的には相当する分が次の資産を買うと

きの財源として残るというようなイメージで聞

いており、この減価償却を伴うものについて一

部を補助するわけですが、その減価償却に支援

するというイメージが分からないので説明をお

願いいたします。

○佐野総合交通課長 離島航路につきましても、

コロナの影響、燃油高騰の影響等々をかなり受

けている中にあって、この日豊汽船の事業者に

ついては、コロナで取得価格の10％までの減価

償却というところで、帳簿上、取得価格の10％

は残しておかないといけない取扱いだったもの

を、今回１円まで減価償却してよろしいですよ

ということでございます。

そういった意味においては、バランスシート

上といいますか、減価償却費を先に償却してし

まって、身軽にといいますか、そういうところ

での今回の国の方針の見直しといいますか、そ

ういう取扱いになろうかと思います。

○太田委員 別に不正であるとかいうことでは

ないんですが、減価償却ということで残る10％、

１円まで支援することができるようになったと

いうことで、るる言われるとおり、何か経理上

身軽にしてあげるというようなイメージでいい

ですかね。悪いことじゃないもんですからね。

はい、分かりました。

○星原委員 この事業は一般財源で事業期間が

令和４年度となっていますよね。これは今後も

維持のための対策費として、国に要望で上げら

れないんですか。今後も県の一般財源からしか

補助できないんですか。

○佐野総合交通課長 こういうふうな措置につ

きましては今回限りだろうと思っているところ

でございます。

今回、一般財源で予算化しておりますけれど

も、基本的には離島に関する事業というところ

で、普通交付税の措置もされるところでござい

ます。

引き続き、離島航路の維持というところでは、

基本的には国がいろいろと主導して、先ほどお

話しましたように通常の欠損についても国、県、

市で連携して支援しているところでございます。

そういった意味においては、国の負担について

は今後も要望してまいりたいと思います。

○中野委員 さっき7,500万円の欠損と言われま

したが、国や市が補助したり、そして県も1,000

万円補助するんですが、結果として欠損金は幾

らに減額されるわけですか。

○佐野総合交通課長 離島航路の欠損につきま

しては、両方の船の減価償却を合わせて3,300万

円と大きかったので、7,500万円ほどとなってお

りますけれども、通常の運営上は、大体4,000万

円の赤字となっております。
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その部分の欠損については、国と県と市で支

援させていただいているところでございます。

○中野委員 残った4,000万円ぐらいは、またど

こかが補助するという意味ですか。それで、結

局欠損金はなくなって、経営は黒字かとんとん

になるようになっているわけですね。

毎年このぐらいの欠損金が出て、このような

措置をするようになっているんですか。

○佐野総合交通課長 欠損金については、当然

年によってばらつきがございます。

ここ数年はコロナ感染症だったり原油の高騰

がありまして、約3,000万円から3,500万円ぐら

いの間になっております。平成28年ぐらいは

約2,500万円の欠損額となっております。

○中野委員 そういうものは国とか市とか県で、

ずっと補塡してきていて、結果的には累積の赤

字はないわけですね。

○佐野総合交通課長 そのとおりでございます。

○外山委員 フードビジネスＤＸ実装支援事業

について、僕はこのＤＸがよく分からないんで

すが、行政だとか一般企業、事務的なことは非

常に効果があると思われるんだけれども、果た

してこの飲食店とかね─小売業の製造業はい

いけれども─何を導入して何の効果があるの。

例えば、生産性向上等の課題をデジタルの力

で克服とありますが、克服できるのかね。どの

ようにして飲食業なんかが事業するの。

○大野産業政策課長 今回の事業はＡＩによる

需要予測を大きなテーマにしていまして、ＡＩ

による需要予測というのは下の写真にもありま

すけれども、例えば、飲食店がＡＩカメラを設

置して、人の流れをカメラで捉えてそのデータ

を集積していく。店の前の人流データであると

か、来店者のデータを収集して、それに今度は

売上げのデータ─ＰＯＳデータを取って、天

候とかのビッグデータを組み合わせて、需要の

予測を立てていくというシステムです。

これまで経営者であるとか、熟練者の経験と

勘で明日の仕入れ額とかを決めていたものを、

過去のデータを蓄積することでその予測を立て

ていく。それに沿って例えば、仕入れの額であ

るとか、職員のシフトであるとか、そういうと

ころを改善していくことで業務が改善していく、

収益が改善していくというシステムを今回導入

する予定にしております。

○外山委員 期待はしますけれども、例えばこ

のＡＩカメラでデータを取ると、人によっては

個人情報だとか勝手に顔写真を撮って保存して

利用するとかいうことが起こり得るんじゃない

かと思うんですけれども、その辺はどうですか。

○大野産業政策課長 そういう個人情報である

とかセキュリティーというのは非常に重要なと

ころです。今回のシステムは国の要綱に従って、

全国でも導入の事例があるシステムをそのまま

導入するという形を取っておりまして、セキュ

リティー上の問題とかは実装されていますので、

そういう部分については一定のクリアはされて

いるものです。

ただし、使う人のモラルであるとか使い方に

よっては悪用されるおそれがありますので、そ

この部分は事業者にしっかり啓発していく必要

があると考えております。

○外山委員 答えは要りませんけれども、個人

的にはＤＸというのは世の中の風潮だけれども、

何でもかんでもこんなものを用意していると、

果たしてこれが正しい方向性かなと。ＤＸが合

う職種や現場があると思うんですよね。飲食業

というのはあまりぴんとこないんですよね。

○中野委員 1,600万円でＡＩカメラを何か所設

置するんですかね。
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○大野産業政策課長 補助額500万円を上限とし

て、３か所の予定で予算を組んでおります。

○中野委員 １箇所設置するのに500万円かかる

わけですか。好事例を作るということでしたの

で、この事業で模範を示して、この事業が終わっ

た後は自分で費用を負担しなければならないわ

けですが、500万円も自腹を切って導入する事業

者がいるのでしょうか。

○大野産業政策課長 500万円は補助の上限とい

うことで考えております。

実際は事業者が決定して、どこまでどういう

システムを導入するかによって、この初期費用

というのがだいぶ変わる可能性はあると思いま

す。その初期費用に対して、今回は補助するこ

とにしております。

実際のランニングコストはこの500万円のフル

スペックを導入したときに、年間40万円ぐらい

というのが、これまでの他県での導入事例です。

そのランニングコストについても、どういうシ

ステムを使うかで価格はもっと下がっていく可

能性も十分あると考えております。

○中野委員 臨時交付金の予算がたくさん流れ

て来るので、部長からこのお金を何に使うかと

いうことで各課に指令が来て、苦肉の策で出さ

れたんだろうと思うんですけれども、何か別の

よい使い方がなかったもんかなと思うんですが。

好事例と書いてあるけれども、いいモデルにな

るんですかね。税金の公平な使い方になるんで

すかね。

○大野産業政策課長 今回のデジタル田園都市

国家構想推進交付金は、補助の要件がいろいろ

決まっておりまして、今回提案したものは他県

とかでもう既に実装されている技術を導入した

いという県があれば、そこに対して支援するよ

という形で交付金が組まれております。その中

でいろいろ実装されている技術はあるんですけ

れども、特に今回は飲食向けのＡＩデータ予測

というシステムの成功事例が他県でも幾つか

あって、面白いということで、導入させていた

だいたものです。

当初予算のほかの事業においては、経営改善

とか、製造業のバックヤード、総務での改善と

か、そういう事業に対しての小さい支援も用意

しておりますので、こういう大きな改革と小さ

いＤＸというか小さい取組を組み合わせて支援

をしていきたいと考えているところであります。

○日髙副委員長 私も66歳になりますから、今

言われたようにどうもぴんとこないというのも

あるんですが、将来的にわたってこういう形で

経営戦略から見直すということで、人材不足と

かそういったところをどんどん補っていくとい

うことで、味を求めるところから経営にもっと

着目するというようなことは、やはりこれはそ

ういうＤＸの時代になってきたのかなと思うと

ころは確かにあります。

ただ、先進事例でいろいろいいところがあっ

て、そこと同じように事業を取り組むという話

は何回もされていますが、具体的にどこでどう

いうことがあったと話せるような事例は何かな

いですか。言葉では分かるんですが、何かそう

いうのがあると、ああそういうのがあるんです

かと、ぴんときそうな感じがするんですけれど

も。

○大野産業政策課長 伊勢市にゑびや大食堂と

いう飲食店がありまして、そこは実際に経験と

勘でいろんなことをやっていたんですけれども、

経営が伸び悩んでいる中でＡＩを取り入れて業

務改善したという実績があります。

その飲食をベースにしてできたシステムを汎

用化したものを全国に展開しているという状況
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です。

○日髙副委員長 そこは何屋さんだったんです

か。

○大野産業政策課長 お土産物とか飲食もある

いわゆる観光地にあるような店です。

○甲斐デジタル推進課長 私、この事業の予算

組のときに産業政策課におりましたので、少し

補足させていただきます。

伊勢市のいわゆる観光地にある観光客目当て

の飲食店が、だんだんとお客さんが減っていた

状況で若い経営者に代わったところ、データを

いろいろ集積して、何曜日はどういうお客さん

が多いかとか、団体客が来る日はどういうもの

が売れるかとか、そういうデータを積み上げて

いったことで、どんどんと経営が改善していき

ました。最初は手作業でいろんなデータを取っ

ていたのが、どんどんとそれを仕組化して、今

回はパッケージとしてそういう仕組みをつくら

れ、支店も出されたということで、売上げは相

当上がってきているという事例でございます。

実際、このシステムを販売されまして、もと

もと飲食店用に開発したんですけれども、いろ

んな小売業態、要はどういうお客さんがどうい

う状況のときにどのぐらい買ってくれるかとい

うデータをずっと蓄積していくことで、このシ

ステムがいろんな小売業にも使えるというよう

なお話を聞いてまいりました。県内でもそうい

う事例がうまく出てくると、こういう投資をし

てでも─さっき産業政策課長が説明しました

けれども、フルスペックでやったときに500万円

ぐらいかかるということで、ゑびやも最初は少

しずつそういうデータをつくっていったという

ことで、例えば、まずはデータの分析システム

だけを入れようとか、そういうことを考えて、

最終的にはＡＩカメラで通りの人を分析しよう

と、だんだんそういうふうに発展していったと

いうことです。

初期投資の小さいものもあり得るのかなと思

いますので、まずは県内でそういう事例がいつ

か出てくると、それを参考にいろんな小売店が

事例をつくっていけるんではないかということ

を期待しての予算組です。

○日髙副委員長 分かりました。県内で３件と

いうことですから、いいところを選んでいただ

いて、ぜひいい成果を見せていただきたいと思

います。期待しております。

○大野産業政策課長 ３か所はこれから募集を

したいと思っております。７月にスタートアッ

プセミナーと説明会を開催して事業者を集め、

その上で興味がある事業所をさらに絞り込んで、

ヒアリング等をした上で決定していきたいと

思っております。

○中野委員 いろいろ活用して分析してという

ことをずっとするとなれば、一事業者じゃどう

ですかね。例えば、商工会とか観光協会とか、

何かそこをちゃんと把握するようなところが管

理しないと、後々何か運用できないのではない

ですかね。さっきはほかの県の例を言われたけ

れども、それをするぐらいの事業者が県内にい

るわけですかね。

○大野産業政策課長 先ほどデジタル推進課長

が申し上げたとおり、どこまで求めていくのか

や事業の形態であるとか、売っているものによっ

てどの程度のシステムを導入していくのかとい

うのも変わっていくと思います。

先ほど説明したように複数店舗があったり、

事業規模が大きければ大きいほどデータはたく

さん取れるということになるんですけれども、

その辺の可能性も含めて事業者を集める際には

検討していきたいと思っています。
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○太田委員 説明のときにランニングコストの

ような話が出ましたが、もしランニングコスト

が将来発生すれば、その事業者が負担するとい

うことなんですか。

○大野産業政策課長 今回は初期導入費用とコ

ンサルティングの支援をするということで、ラ

ンニングコストについては事業者が負担するこ

とになります。そこも含めた上で、事業者には

理解して導入してもらうということにしており

ます。

○星原委員 飲食店などを３か所選択して、最

終的には県内事業者へ広げていくということで、

要するに所得の向上や経営内容がよくなるため

の取組だと思うんですよね。

だから、その３店舗の業種が単なる飲食業な

のか、いろんな食料品を販売しているスーパー

なども対象に入っているのか。このデータを活

用して、売上げの増につながったり所得の増に

つながるためには、そういうことを考えてやら

れているのでしょうか。

○大野産業政策課長 委員がおっしゃるとおり、

その事業者だけのメリットで終わってはいけな

いと思っておりますので、事業者についてはラ

ンニングコストも支払いながら継続してやって

いく意欲があるところにお願いしたいと考えて

おります。

導入する一番のメリットは経営が安定化する

というところで、新しい事業に振り向けたり、

職員の処遇改善につながったりということが実

際起きているということですので、そういうこ

とを皆さんにも知ってもらって、参入してきて

補助した事業者には我々が実施する講演会であ

るとか、セミナーで導入のメリット、デメリッ

トも含めて、本音でいろんなことを語ってもら

うような場面もたくさんつくっていきたいと

思っておりまして、一事業者のメリットだけに

終わらないように事業を展開していきたいと

思っております。

○太田委員 常任委員会資料の３ページの写真

で、男の人と女の人が２人いらっしゃるけれど

も、これはどんな分析をされている写真なんで

しょうかね。

○大野産業政策課長 これは実際にＡＩカメラ

で人を捉えたときの画像を参考として添付させ

ていただきました。

こんなふうに四角枠で顔を捉えて、その人の

年齢や性別を推測するシステムであります。

○太田委員 この下の写真は人流という意味で

は何か分かりそうな気がするなと思ったんです

が、こうしてその人の年齢層とかを判断すると

いうことですね。それがまたデータとなって、

生かされていくということなんでしょうね。

マイナポイントの関係ですが、事業内容が①

と②に分かれていますが、この予算額はそれぞ

れどの程度あるんでしょうか。

○甲斐デジタル推進課長 これは今後予算が認

められましたら企画コンペをやりますので、提

案者によって多少違ってくるかと思います。

今、認知自体はある程度上がっているんです

が、具体的にどうしていいか分からないという

段階に来ていると思いますので、そこはまた提

案を受けながら我々も一緒に委託事業者と話を

しながら決めていきたいと考えております。

○太田委員 事業内容の②は支援窓口を設置す

るということでありますが、何か設置費用みた

いなものなのか、それとも下の参考でマイナポ

イントの最大5,000円とかありますが、こういっ

たポイントの財源なのでしょうか。

○甲斐デジタル推進課長 このポイント自体は

国のほうで措置されますので、我々はマイナポ
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イントを取得するためのマイナンバーカードを

つくったり、マイナポイントを取得するための

お手伝いをするということで、例えば、ショッ

ピングモールとかに窓口を設置して、当日来ら

れた方に呼びかけて、その場で申請いただくと

か、そういう具体的なイベントを仕掛けていく

というようなことを意味しております。

○星原委員 関連なんですが、マイナンバーカ

ードの取得促進とうたっているわけですが、現

在、県内の取得率は何％なのでしょうか。

これから保険証だとかいろんなものに使える

となってくると、本当は国民全員が持つことが

基本だと思うんですよ。そうすると、どこかに

目標を定めて、そのために市町村と連携を取り

ながら、どういうふうに進めていったら100％取

得できるのか。病気とかで入院とかして施設に

入っている人は難しいかもしれませんが、マイ

ナンバーを利用する人たちが100％に近い形で取

得するために、国としても県としても目標はど

こら辺に置いているのでしょうか。

○甲斐デジタル推進課長 国は今年度中に100％

を目標にしておりますので、かなり厳しい目標

だと考えています。

６月１日現在、宮崎県全体でいいますと交付

率が57.8％になっております。市町村によって

かなり差がございまして、一番進んでいる都城

市が６月１日現在で79.7％で全国１位になって

おります。そういったところもあれば、まだ低

いところですと、30％台の自治体も幾つかござ

います。

都城市も数年かけて８割近いところまで持っ

てこられていますので、そうでないところをこ

れから上げていくのは相当厳しかろうとは思っ

ていますが、今回のこのマイナポイントを一つ

のきっかけとしてしっかりやっていただきたい

と思っています。

今、全市町村を個別に訪問しておりまして、

実際にマイナポイントがどこでどんなふうに使

えるのかということを具体的に各地元の方に御

説明しないと、ただポイントが使えますよとい

うことだとイメージできないので、例えば町内

のどこどこスーパーだとこういう電子決済が使

えますよとか、そういうふうに丁寧に説明して

いく必要があろうかと思います。

もっと言いますと、本当はこのポイントはあ

くまでこの交付率を上げるための施策であって、

本当は皆さんがカードを所持することで、この

先いろんな行政サービスがより充実していくと

いうことを目指すと。ただ、今、同時並行でい

ろんなサービスの充実を図っているところです

ので、住民の方はカードを持ってもなかなかそ

の実感がないかと思いますが、まずはこのポイ

ントがお得なところでカードを取っていただい

て、併せて経済活性化にもつなげていただくと

いうことで、今、取り組んでいるところでござ

います。

○星原委員 マイナンバーカードの取得が進ん

でいるところと進まないところは何が原因なの

か。市町村で差があるということであれば、そ

の原因は役所の窓口の人手が足りないのか、進

んでいるところと進んでいないところの差がど

ういうところに現れているのかという原因が分

かれば、こういうふうにすれば取得率が上がっ

ていくということが分かると思います。そうい

うものを見つけていかないと、ポイントをあげ

るだけであったり、こういうのをやりますよと

いうだけで取得率が上がっていくのか少し疑問

な点があります。

何が課題なのかが分かって、県が各市町村に

こういうふうにして、だから県としてはそのこ
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とについてはこういう支援ができますとかを

やっぱり考えていかないと、本当に国が目指し

ているのが100％だとしたら非常に先の遠いよう

な気がします。

都城市の場合なんかも、今、希望があれば家

庭を回ってでもやっているわけですよね。人手

が足りないところはじゃあどういう形で応援し

てやるとかそういう形に入っています。

１年後なら１年後、２年後なら２年後と決め

たら、それに向けてどういう形でどこまでやら

ないと100％に届かないということで進めていか

ないと、マイナポイントがありますよというだ

けで本当にそこまで届くのかなという気がして

いるんですよね。

だから、県としては国から100％と言われてい

るんなら、市町村に対して県が応援できるもの

はないのか、市町村にお願いするだけなのか、

お金なのか、人なのか、そういうものもひっく

るめてやっぱり考えていかないと、なかなかそ

こまで到達しないんじゃないかなと思うんです

が、その辺についてはどう考えているんですか。

○甲斐デジタル推進課長 委員のおっしゃると

おりでございまして、市町村、また担当部局の

意識差というのは相当大きいと思っております。

都城市の例でいいますと、交付率もかなり高

いですけれども、やっぱりマイナンバーカード

を使ったサービスも徐々に増えてきております。

都城市の場合は高齢者が講師となって、デジタ

ルはなかなか難しいですよねと、でも私は今、

こういうふうに使っていますよというような高

齢者の中の先生を生み出す段階まできていまし

て、意識も相当進んでいます。

一方、進んでいないところは、やはりどちら

かというと、国が言うからやらないといけない

だろうぐらいの意識です。これから行政サービ

スが充実し、自分たちがある程度楽になること

も含めて、デジタルをどんどん活用していかな

きゃいけないというところの意識がやっぱりま

だまだ足りないと感じていますので、今、全市

町村を回りながら、個別にマイナンバーカード

の担当課だけでなくて企画の担当部署だとか、

首長にそれぞれお話をしています。まずは意識

をしっかり持ってもらうこと、人が足りないの

であればじゃあ我々も人を派遣しますよとか、

予算が足りないのであれば国の補助金がありま

すよなどと、つまずいているポイントを全部ヒ

アリングしながら、じゃあこの自治体にはこう

いうサポートをしようという取組を進めており

ます。

まだ、半分は訪問できていません。この議会

終了後に７月いっぱいかけて全市町村訪問予定

ですので、その中でできるだけ丁寧にサポート

をしていきたいと考えているところでございま

す。

○星原委員 本当にそこまで目指すんであれば、

我々のところでも地域ごとに公民館があるので、

役所まで行ってというのはなかなか難しいので、

そこまで地域に下りて行くやり方とか、あと企

業にそういう呼びかけをしてやっていくとか、

どういう形でやったら一番可能性が高いかとい

うことを探って、今、言われたように予算も人

的な支援もという申入れがあれば、そこにそう

いう応援をしていく形であれば、私はそんなに

難しい形じゃないと思います。

だからそういうことでいけば、まだ取得率は

上がってくるんじゃないかなと思うんで、今後

いろいろ検討してやってみてください。

○井上委員 星原委員と同意見なんですけれど

も、マイナンバーカードを持ったら何が得なの

か、何がどんなふうになるのかというのを皆さ
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ん分かっておられませんが、一番は健康保険証

だと思います。

マイナンバーカードがあれば病院に行ったと

きには保険証なんか出す必要なくて、マイナン

バーカードで全部できるんですけれども、病院

によってはシステムが入っていないところも

あったりはするんですが、何のメリットがある

かということをきちんと説明していないので、

ただポイントと言われても、そのポイントがど

うこうというよりも、マイナンバーカードを持

つこと自体が何なのかというのが理解できてい

ないんではないのかなと思うんですね。そこが

きちんと分かればほかのカードを持たなくてい

いわけだから、マイナンバーカードが非常に便

利であるということが実感してもらえると思い

ます。

だから本当に国がマイナンバーを100％したい

と思うのなら、公金を受け取るときにマイナン

バーがなくても受け取れるようになっているん

だけれども、そのときにはできるだけマイナン

バーカードを一緒に申請させるというぐらいの

ことをしないと、ポイントと言われても、そこ

だけの話とはちょっと違うのかなと。マイナン

バーカードは何に活用ができるのか、本人を証

明するという大きな力もあるんですけれども、

それと同時にこういうことができますというの

をちゃんと説明ができていないと思うんですよ

ね。

ひょっとするとこの紐づけの問題ですが、

キャッシュレス決済の利用ということで、自分

の預金高から何から全部分かるのかみたいな、

ちょっと違う宣伝がされているので、そこ辺り

のこととかも十分に説明してあげないと、あの

カード１枚がどういう役割を果たして、そして

例えば税金の無駄遣いがなくなるということと

かも含めて、自分たちにとって得ですよみたい

なことが分かり得ない。だから、デジタル化し

ていくということの説明というのは、さっきの

みやざきフードビジネスの事業と一緒で、分か

りやすい説明が本当に必要なんじゃないですか

ね。

ポイントがほしいと思う人やマイナンバーカ

ードがどんなふうに動くかという先行きが分

かっておられる人は、もう先にポイントを取得

されていると思うんですよね。健康保険証が全

ての病院で使えるようになるとか、それから公

金受け取りの口座の紐づけというのがもう

ちょっときちんとされるといいですよね。

何かその辺りが市町村にお話されるときにも

不十分なのかなと思います。だから、つまりは

Ｑ＆Ａが必要だということですよ。こういうメ

リットがありますというメリットが明らかに

なっていないというところが、このマイナンバ

ーカードはちょっと危ない気がします。

○甲斐デジタル推進課長 まさに行政サービス

は多様でございまして、世界を見ますと、ＯＥ

ＣＤの加盟国のアンケート調査に30か国ぐらい

が答えているんですけれども、やはり日本は行

政サービスのオンライン手続の普及率が最低だ

という段階であります。国としてもそこについ

ては非常に危機感を持って、今、急速に進めよ

うということなんですが、ただ先ほど申しまし

たように同時並行でいろんなサービスをつくり

ながら普及を目指しているというところですの

で、まだまだそこが十分じゃありません。

あと世代とかいろんな御本人の環境によって、

関心事が違うので、例えば子育て世代であれば

母子手帳が電子でできるとスマホ上でいろんな

サービスが自分でも確認できるし、いろんな情

報が届けられるというようなことですとか、も



- 14 -

令和４年６月22日(水)

う本当に人によって受けられるメリットが多種

多様でございますが、ただまだサービスができ

ていない部分もあるということもありますので、

個別に丁寧に説明する機会というのはしっかり

つくっていきたいと思います。

おっしゃったようにポイントはあくまでもそ

の活性化策でしかなくて、本来はその先に行政

サービスの利便性がより高まって、簡便になる

と。引っ越しのときに入りと出でそれぞれ手続

が要るのを、１か所ですれば引っ越し手続が終

わるだとか、亡くなったときの手続も１回やれ

ばそれで全部終わるとか、そういったことを今

やろうとしておりますので、その辺りの機会を

捉えて丁寧に説明していきたいと考えておりま

す。

○井上委員 国も含めてそうだけれども、やっ

ぱり行政全体がマイナンバーカードというのが

どういうふうな役割を果たすのかということを

きちっとしないと、なかなか難しいのかなと。

本来、医療機関はぴしっと国からも含めても情

報が下りているのかとか、それからいろんな意

味での紐づけするということがどういうことな

のかということの説明を行政の窓口はちゃんと

できているのかと。

マイナンバーカードを利用したいろいろな展

開というのをきちんとしてもらわないと、何か

今のところ中途半端で、ただ取得率だけを数字

化するというのはちょっと間違いかなと思うん

ですけどね。

○甲斐デジタル推進課長 過渡期ですので、な

かなか十分でないことがいろいろございますけ

れども、関係課もいろいろ広くありますので、

いろんな課と連携しながら、また市町村とも連

携し、国とも情報交換しながらしっかり進めて

いきたいと思います。

○中野委員 私もマイナンバーカードは持って

いて、うちの家族は孫までちゃんとみんなつくっ

ておりますが、正直いって半信半疑です。

行政サービスを云々と言われましたが、これ

は副産物です。本来は昔から国民総背番号制度

やグリーンカードなど、やろうとしてはつぶれ

てきて最後になったのが、今のマイナンバーカ

ードです。

これはそうじゃないと言われるかもしれませ

んが、実際は政府が国民情報を全部把握して管

理したいというのが大きな狙いだったと思うん

ですよ。いわゆるその中心は課税、税金ですよ。

国から言えば脱税する人もおるから、公平に徴

収するために、隠し財産等を管理するためにやっ

たことです。その証拠にマイナンバーカードを

普及させるために国税庁が一生懸命でした。今

は県や市町村が一生懸命しているけれども、特

にこの地方では税務署がいろんなところに出向

いて一生懸命にしているのを私は何回も目撃し

ているから、それであれと思ったんですよ。

私は隠し財産も何もないから、国が私を把握

しても何も恐れることもないから、つくっただ

けのことです。

ただ行政サービスとなると非常に不満という

か不安というか。このカード一つでもっといろ

んなことができて、行政サービスも今度のコロ

ナのワクチン接種のことも含めて何でも使える

ようになるということが一つの怖さですよね。

税金だけならよかったけれども、いろいろ把握

できるということはそれは恐ろしいことにもな

りかねない話だというのが正直な気持ちです。

いろんなサービスと言うのはきれいごとにし

か聞こえないんですよ。この半面も考えられる

と思うんですよ。だから、みんながどこかにか

不安があったりする。都城市は日本一になって
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いるということですけれども、正直説明がうま

いんでしょうね。だから、そこ辺を解消するこ

とをしないとなかなか100％にはいかないと思

う。

○甲斐デジタル推進課長 委員がおっしゃると

おりでございまして、私もデジタル推進課長に

なってすぐにマイナポイントは私たちから情報

を抜き取るために国が金を出すのだろうと親戚

から言われました。

実際、このいろんな議論の中で、データは従

来どおりの官庁がちゃんと保管し、本人が申請

した場合のみいろんな情報を本人が取得するこ

とができるという法的整理はされておりますが、

ただ実際にそういう漠然とした不安とかがある

のは間違いないと私も肌感覚で感じております。

例えば税に関して言いますと、基本、皆さん

が正しく納税しているという前提ですので、そ

れ以上に何かするということでももちろんあり

ませんし、ただ何か見られて気持ち悪いという

のは当然な感覚としてあろうかと思いますので、

そういう制度の内容の部分ですとか、どういう

目的であるとかどういうふうに使っていくんだ

ということを一つ一つ丁寧に説明していく機会

をつくっていかなければいけないと思っており

ます。

都城市も住民に対して非常に丁寧に説明され

ていると聞いておりますので、その辺りのノウ

ハウをいただきながらしっかりとやっていきた

いと思っております。

○中野委員 情報はきちんと守らないといけな

いし、それがほかに使われることがないとおっ

しゃるけれども、いろいろ行政サービスができ

るというのはその裏返しで、いろんなことに活

用できるわけです。そのことが私は恐ろしく、

何か住みにくくなったなという気がしないでも

ないんですよ。

だから、自分はちゃんと手続してマイナンバ

ーカードを持っているけれども、正直いったら

勧めにくい気持ちはあります。もう正直な気持

ちを今、吐露しているんですよ。わだかまりが

県民にないように情報は守る守ると言うけれど

も、情報は錯誤とかといって全部漏れるんです

よ。さっきもいったようにほかにいろいろな行

政サービスに活用できるということは、そこに

もう漏れている証拠ですからね。一箇所しか使

わんというならいいけれども、どこでも活用で

きるということは、過ちでいろんなものが漏れ

ていきます。いずれは漏れるとは思いますよ。

漏れても何も心配ないというようなところを説

明してやらないといけないと思います。

○甲斐デジタル推進課長 その不安をどう解消

するかということで、今、国でいろんな議論が

なされている中で、逆にいろんなデータが集ま

ることでどういう利益があるのか。例えば健康

情報、医療の情報とか、介護の情報─私も以

前介護の担当をしていたときに、ある高齢者を

サポートするのに、どんな薬を飲んでいるかと

か、どんな食事をしているかとか、いろんな情

報がしっかりあることで正しいサービスが提供

できるということを経験しております。

そのときは個別に、相当アナログに情報を取

りに行ったりとかしながらやっておりました。

本人の了解のもとに、こういうサービスを受け

たいからある程度こういうデータは共通してい

いですよというふうにできると、いろんな方た

ちが私のためのサービスを提供してくれるんだ

というのが実感できるタイミングがあるのかな

と思います。

不安がどうしても残るというのは私も十分理

解しますし、そこをどう払拭していくかという
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のを、これから一生懸命考えながらやっていき

たいと考えています。

○中野委員 私は国家が私自身を管理してもい

いと思っているからカードをつくったんです。

しかし、そうされたくないという人もいると思

うんです。だから、その辺のことをきちんと説

明しないと、100％というのは今のところは難し

いんじゃないかなと思うんです。

○日高委員長 取りあえずマイナンバーカード

のメリット、デメリットの議論になりつつある

ので、総合政策部としては当然マイナンバーカ

ードの取得を推進するという前提で進めていく

ということでよろしいですよね。

○甲斐デジタル推進課長 はい。

○日髙副委員長 まず、このマイナポイントの

付与が5,000円、7,500円とかありますが、想定

でも構いませんが、この事業を実施することに

よって将来的にこのポイントは年額でどれぐら

い県民に付与されるのでしょうか。

それができなければ、例えばその他の４、令

和２年から３年に行った際の県民に対するポイ

ントの付与は総額どれぐらいが下りてきたのか、

もし分かれば教えてください。

○甲斐デジタル推進課長 今時点でデータはあ

りませんので、後ほど分かりましたら報告した

いと思います。

一応目標は100％ということで、一人当たり最

大２万円分のポイントになりますので、その総

額ということになろうかと思いますが、実際に

はなかなか難しいと思いますが、これは経済対

策の面もありますので、できるだけたくさんの

方にポイントを取得していただいて、活用いた

だきたいと考えているところでございます。

○日髙副委員長 これは若者ぐらいしかなかな

か見向きがないかなと、私たち高齢者はちょっ

とここには見向かない。例えばキャッシュレス

の関係で、１円を粗末にする者は１円に泣くと

いうような、１円を大事にしなさいという小さ

い頃からの教えはもう今はないわけですね。

ただ、今、セブンイレブンに行って何百何十

何円という数字が出たときに、私は勘定しない

で財布の中からありったけの小銭を全部ぼんと

入れるんですね。すると、おつりが全部出てく

るから、わざわざ何百何十何円と勘定しなくて

もいい。これというのはだいぶ早くなったなと

いうことで、やっぱりキャッシュレスというの

も相当時間が短縮できるのかなと、お金も触ら

なくていいから、そういう時代になったという

のは実感してきているところです。

先ほどからも言われているように、特に高齢

者がマイナンバーカードを持ってないというの

は、やっぱりあの小さいカードを１枚なくした

らどうしようかという心配もあるわけですね。

そこに全部のデータが入ったりして、もしそれ

が悪用されたりしたら自分のデータが全部抜か

れるじゃないかというセキュリティの問題も非

常にあると思います。

ですから事業内容の①の広報の中で、このマ

イナポイントをする前に、まず高齢者に向けて、

マイナンバーカードを取得してもらうと国が助

かるんですよとか、そこ辺から広報をやり直さ

ないと100％なんてとても無理な話だと思いま

す。これはぜひ、もう１回広報を一から考えて

いただきたいということです。

それから、先ほど、マイナンバーカード交付

の市町村別の話が出ました。できたら市町村ご

との直近の一覧表をいただきたいと思います。

○日高委員長 今、資料提供の話が副委員長か

ら出ました。資料提供を要請してよろしいでしょ

うか。（「はい」と呼ぶ者あり）
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では資料の提供をお願いします。

○中野委員 私はさっきマイナンバーカードを

取得することについて、国家が個人を管理して

もいいよと思っているから申請したんだと、つ

くっているんだと言いましたよね。私は正直言っ

て、このメリットがあるから、ポイントがある

とかというのは、国家が個人を管理したいため

の餌にしか聞こえないんですよ。

こういうことじゃなくて、素直に管理しても

らってもいいよという国民に、その正当性をき

ちんと言うべきだと思うんですよ。どうせ管理

できるんだから。私は管理されてもいいと思っ

ているからオーケーしているんですよ。

みんながそんなふうに思わないとだめでしょ

う。それをポイントがというばかりでは餌にし

か聞こえない。行政策がこんなになるという大

きな政策をつくる上でのメリットも含めて、管

理されても国民として何ら心配は要りませんと、

そういうわだかまりも何もありませんというこ

とで、正直に正統的な方法で私は進めるべきだ

と思うんですよ。

こうすればポイントがありますというのは、

繰り返しますが、餌にしか聞こえません。それ

では国民が国家から管理されていいとは思わな

いと思います。やっぱり日本国民だから、日本

国が私を管理しても何ら問題はないという、わ

だかまりはないという私みたいな気持ちになる

ように、正当論で説明してやらないといけない

です。餌を説明しながらつくったほうがいいで

すよではだめだと思うんです。

○松浦総合政策部長 当然、普通に感じる感覚

だと私は思っております。

総務省から結構私にも電話が来て、交付率を

上げろ上げろと随分言われるんですけれども、

そのときに国の担当の課長に言っているのは、

ポイントじゃないんだと、ポイントはあっても

いいんだけれども、そういうことではなくて、

このカードをつくることによってこういう手続

ができるようになるんですよという本質のとこ

ろをしっかり言わないと、例えば市町村では一

定程度の手続が今年度中にはオンラインでもで

きるようにするということになっていますので、

そういったことが可能になるんですよと、その

ための準備としてしっかりそこを言わないと、

国民の理解は進みませんよと。ポイントがほし

い人はもう取っていますよということは言って

います。

そういったことは国もしっかり理解というか、

感覚を持って動いていただきたいということが

ありますので、そういったところへ意見を申し

上げるということを含めて、それから県民の皆

さんに対しては、県あるいは市町村がそういっ

たことを含めて説明していくということが必要

だと思いますので、そういったところをしっか

り考えながら進めてまいりたいと思っておりま

す。

○日高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 ないようですので、次に、報告

事項に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○津田総合政策課長 常任委員会資料の６ペー

ジをお開きください。

総合政策部の令和３年度宮崎県繰越明許費繰

越計算書について御説明いたします。

令和３年度から本年度への繰越額が確定いた

しましたので、今回御報告を行うものです。

総合政策部では、表にありますとおり、長距

離物流網維持のための海上輸送安定運航支援事
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業２億7,360万円、県立芸術劇場大規模改修事

業3,634万6,000円、ＩＣＴ活用による業務効率

化推進事業1,403万円、県有スポーツ施設整備事

業２億6,901万8,000円、以上４事業の合計５

億9,299万4,000円となっております。

繰越しの理由といたしましては、事業主体に

おいて事業が繰越しとなるものや工法の検討等

に日時を要したことによるもの、関係機関との

調整等に日時を要したことによるものでありま

す。

報告事項につきましては、以上でございます。

○日高委員長 説明が終了しました。報告事項

についての質疑はございませんか。

○日髙副委員長 繰越しの理由ですが、関係機

関との調整等に日時を要したことによるものと

いうのが３つほど出ていますが、私としてはぱっ

と見ると要するに話がうまくいっていなかった

というようなことで、もっとうまくやればどう

にかなったんじゃないかなという誤解を与える

ような言い回しに感じるんですが、繰越しは今

までもずっとこういう理由できているんですか。

○津田総合政策課長 おおむねこういう理由で

書いてあると思います。

○日髙副委員長 分かりました。ぱっと見た感

じ、何か要領がうまくいかなかったのかなとい

うような、もっとやりようがあったんじゃない

かというようなことを感じましたので。すいま

せん、余計なことでした。

○日高委員長 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いいたします。

○津田総合政策課長 次期総合計画長期ビジョ

ンの素案について御説明いたします。

常任委員会資料の７ページをお開きください。

まず、１のこれまでの検討状況でございます

が、令和３年６月に主な論点について、この定

例会の常任委員会において御報告いたしました

後、総合計画審議会や地域別市町村会議、県民

アンケート調査、高校生・大学生・若手事業者

との意見交換会などを経まして、令和４年３月

の常任委員会において長期ビジョン骨子案を御

説明したところでございます。

今年度に入りまして、県・市町村連携推進会

議やパブリックコメント、県民・若者との意見

交換会などを行いまして、今回長期ビジョンの

素案を御説明するものでございます。

２の長期ビジョンの素案につきましては、別

冊の素案によって御説明いたします。

１ページをお開きください。

まず、このビジョンの策定の趣旨でございま

すが、平成23年に現行長期ビジョンを策定して、

人口減少問題の対応を中心に持続可能な活力あ

る宮崎県づくりに取り組んでまいりました。

現ビジョン策定から約10年が経過し、その間、

少子高齢化、人口減少のさらなる進行に加え、

コロナ禍を契機としたデジタル化や世界的な脱

炭素化の動きなど、10年前の予想を超えるスピ

ードで社会が大きく変化しつつあります。

このような状況を踏まえまして、約20年後の

令和22年、2040年を展望した新しい長期ビジョ

ンを策定するものであります。

資料の左側の目次を御覧ください。

この長期ビジョンにつきましては、３章構成

としておりまして、まず第１章で時代の潮流と

宮崎県ということで、現在から未来に向けた潮

流１から５の５つの大きな流れの中で、本県が

今後対応すべき課題や問題意識等を整理いたし
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ました。

第２章として、目指す将来像ということで、

このような将来課題に対応しながら20年後に本

県が目指す将来像についてを３つお示ししたと

ころであります。

第３章として、目指す３つの将来像の実現に

向けた今後の方向性ということで、未来に必要

な５つの要素を念頭に４つの方向性を示したと

ころであります。

２ページをお開きください。

潮流１の人口減少、超高齢化の進行でござい

ます。御承知のとおり我が国では人口減少・少

子高齢化が進行しており、総人口は平成20年の

１億2,808万人をピークに減少局面に転じ、令

和32年には約１億人程度まで減少する見通しと

なっております。

４ページをお開きください。

本県についても同様の状況でございまして、

本県は少し早く平成７年にピークを迎え、その

後減少に転じまして、令和２年に約107万人と前

回調査から比べますと、約３万4,000人減少して

おります。

下の出生率と合計特殊出生率の推移について、

御覧いただきましたら分かりますとおり、自然

動態について見ましても、令和２年度の合計特

殊出生率は1.65と全国的に見れば高い水準を維

持しておりますが、若者、女性の減少や未婚化、

晩婚化等により出生数は年々減少しております。

５ページを御覧ください。

下の表でございますが、この丸で囲ってある

ところの社会動態を見ますと、進学や就学期に

当たる15から24歳の若年層の県外流出が大きく、

全体として社会減の状態にあります。平成15年

に自然動態が自然減に転換して以降、自然減と

社会減が同時に進行しております。

７ページを御覧ください。

上の表が、本県の超長期的な人口推計でござ

います。

2040年のところを見ていただきますと、今の

ような傾向がそのまま続いた場合に85.6万人と

なり、生産年齢人口の減少がさらに進行して、

高齢化率が37％となる見込みでございます。

16ページを御覧ください。

潮流３として、価値観や行動の変化とござい

ます。

上の表が東京都への転入超過数の推移でござ

います。この表を見ていただきますと、2020年

４月から傾向が変わっていることが見て取れる

と思います。コロナ禍において、これまで効率

性、利便性の追求から生じてきた東京一極集中

に変化の兆しが生まれているというものだと

思っております。

下のほうを御覧いただきますと、デジタル技

術の進展も加わりテレワークやワーケーション、

二地域居住といった場所や時間にとらわれない

新しい働き方も広がっています。

19ページを御覧ください。

本県の状況を見ますと、上の表が宮崎県の移

住世帯数・移住相談件数についての表でござい

ます。

子育てのための空気がきれいで自然豊かな土

地を探し求めたり、サーフィンをきっかけに移

住が進むなど、本県への移住相談や移住件数は

増加傾向にあります。

下の表を御覧ください。

県外への転出者数の推移であります。一方、

県外へ転出する割合は減少傾向にありまして、

令和３年は直近10年間で最も低い数値となって

おります。

21ページを御覧ください。
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デジタル化・先端技術の進展であります。

下のほうの写真にありますとおり、クルマヒ

コーキ、もしくはあらゆる翻訳というような挿

絵がございますが、国の科学技術予測調査によ

りますと、2034年には場所の限定なくシステム

が全てを操作するレベル５の自動運転や発話が

できない人などが言語表現を理解したり、自分

の意思を言語にして表現したりすることを可能

にするポータブル会話装置などの技術が社会的

に実装していると予測されております。

23ページを御覧ください。

下の写真にありますとおり、本県においても

農林水産業のスマート化をはじめ、介護ロボッ

トの導入、中山間地域におけるドローン配送な

ど、様々な分野での実証実験や実装を積極的に

進めております。しかしながら、中山間地域の

一部では地理的な制約や採算上の理由から、民

間事業者による整備が進んでいない地域が残さ

れているなど、本県の情報通信基盤の整備が遅

れているところです。

31ページを御覧ください。

このような現状、もしくは問題意識等課題に

ついて対応するために、第２章では目指すべき

将来像ということで将来像を３つお示ししてお

ります。

ここのスローガンを挿入というところでござ

いますが、若者との意見交換会とか、総合計画

審議会での議論などを踏まえながら、今後スロ

ーガンを検討いたしまして、９月議会にはお示

ししたいと考えております。

まず、将来像１ですが、先人たちから受け継

がれてきた豊かな自然や歴史・文化など、本県

の魅力やよさに加え、環境を整えることで個々

の価値観が尊重されながら活躍できる社会を構

築します。

宮崎に誇りと愛着を持った子供たちを育てて

いく。また、性別や年齢、障がいの有無などに

関わらず、それぞれの個性や能力を発揮し、一

人一人が生き生きと活躍できる社会の実現を目

指します。

32ページを御覧ください。

将来像２として、集落同士が地域の医療・福

祉などの生活に不可欠な機能やサービスを相互

に補完・連携し合える仕組みづくりや様々なリ

スクに柔軟に対応できる社会を構築します。

経済的な豊かさだけではなく、自然と共生す

る姿を将来に向かって維持する。デジタルや先

端技術などがもたらす利便性を誰もが享受でき

る一方で、県民自らが望む生活スタイルを実現

できるなど、安全・安心で心豊かに暮らしを楽

しめる社会の実現を目指します。

将来像３として、先端技術を活用した新たな

イノベーションの創出や生産性の向上によって、

新たな成長産業が県内各地に展開し、地域内で

の経済循環も図ることで県内産業を活性化させ

ます。

また、柔軟な働き方の定着を促すなど全国トッ

プクラスの豊かな自然、スポーツ環境など本県

の魅力を生かし国内外と交流が盛んに行われる

ようになるなど、力強い産業と魅力ある仕事が

あり、安心して働ける社会の実現を目指します。

34ページを御覧ください。

こういった目指すべき将来像を実現するため

に、上のほうに式が書いてありますが、「宮崎の

未来＝独自の魅力・価値×５つの要素＝新たな

価値の創造」ということで、目指す将来像を実

現していくためには人口減少を前提としながら

も自然や歴史、文化、産業や営みなど本県が有

する有形・無形の価値や魅力にこれからの社会

に必要な要素を掛け合わせ、さらに新たな価値
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の創造へつなげていくことが重要と考えており

ます。

その５つの要素でございますが、ここにある

ように要素１としてデジタル・先端技術・イノ

ベーション、要素２として持続可能性、要素３

として人材力、要素４として地域力、要素５と

してきずな・つながり、こういったことを念頭

に施策を進めていくものでございます。

36ページを御覧ください。

今後の方向性を４つまとめてございます。

例えば、一番上の丸にありますとおり、デジ

タル技術の活用や地域交通の整備を進め、基幹

集落と周辺をつなぐ持続可能な交通システムや

物流ネットワークを構築するなど、また、下か

ら３番目の丸にありますように、豊富な太陽光

やバイオマスを活用した環境負荷が少ない再生

可能エネルギーの導入拡大を進めるとともに、

エネルギーの地産地消の推進にも取り組みます。

こういった人口減少を前提とした安心して暮

らせる地域社会の維持を図るというのを今後の

方向性の一つとしております。

次に、２の２つ目の丸にございますが、農林

水産物を核としたフードビジネスや、温暖で快

適な気候と充実した施設を活用したスポーツラ

ンドみやざきなど、本県の豊富な地域資源や強

みを生かした稼げる産業の振興や県内企業の育

成に取り組みます。こういった、暮らしを支え、

未来を開く産業づくりを進めてまいります。

38ページを御覧ください。

３つ目の丸にありますような、神楽や神話な

どの長い歴史と豊かな風土に培われた宮崎なら

ではの文化資源を生かし、地域ごとに特色ある

文化活動・交流を推進することで、文化が暮ら

しの中で息づき、身近に感じることのできる地

域づくりに取り組むなど、人生を豊かに過ごせ

る地域づくりを進めてまいります。

４番目といたしまして、一番上の丸にありま

すとおり、結婚・出産・子育てに幸福感や充実

感を得られるように、出会いから結婚までの相

談支援や安心して妊娠・出産できる医療体制の

構築をはじめ、柔軟な働き方の推進や男性の家

事・育児への参画拡大などライフステージに切

れ目なく対応する支援体制づくりに取り組みま

す。こういったような将来の人口安定化に向け

た社会づくりを進めてまいります。

こういった形で概略、素案を御説明いたしま

したけれども、また常任委員会資料にお戻りい

ただきまして、７ページでございます。

今後のスケジュールといたしまして、今後総

合計画審議会等の議論を経ながら、９月の定例

会で長期ビジョンの議案として提案させていた

だきたいと考えております。

その後、10月以降については４年間のアクショ

ンプランの策定に向けた課題等の整理を行いま

して、来年６月の定例会においてアクションプ

ランの議案として提案させていただきたいと

思っております。

説明は、以上でございます。

○佐野総合交通課長 宮崎カーフェリー株式会

社の経営状況等について御報告いたします。

常任委員会資料の８ページをお開きください。

１の令和３年度の経営状況等を御覧ください。

（１）の輸送実績ですが、令和３年度は新型

コロナが年間を通して感染拡大していたことに

加え、燃料等の高騰に伴う運賃の上昇が足かせ

となり、前年度と比較すると回復傾向にはある

ものの、依然としてコロナ前の令和元年度の水

準までは回復していない状況でございます。

具体的には、貨物につきましてはトラック台

数が５万9,918台で前年度比でマイナス325台
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の99.5％とほぼ横ばいとなっております。しか

しながら、コロナ前の前々年度比ではマイナ

ス6,435台、90.3％と約１割の減となっておりま

す。

主な要因としましては、コロナの影響による

経済の停滞で生産活動が減退し、国内貨物の総

量が減少したこと、また外食産業での消費が多

い牛肉や酒類などの需要が飲食店への時短営業

要請などで大きく減退したことが挙げられます。

そのほか、燃料費高騰に伴う運賃の上昇で物流

事業者が輸送コストの割安なトラックによる陸

送などへのルート変更をしたことなども要因の

一つと考えております。

次に、旅客につきましてはトラックドライバ

ーを含めた総旅客数が７万5,806人で、前年度比

でプラス5,802人、108.3％となっており、この

うち一般旅客につきましては前年度比でプラ

ス6,885人、120.6％といずれも増加しておりま

す。しかしながら、こちらにつきましても前年

度比では回復傾向にあるものの、コロナ前の前

々年度比では総旅客数が43.5％、一般旅客にお

いては30.5％と依然としてコロナ前の水準には

ほど遠い状況となっております。

主な要因として、度重なるコロナ感染拡大に

より人の流れが抑制されたことや、旧船は個室

が少なく、コロナ禍における交通手段として敬

遠される傾向にあったこと、また飛行機や鉄道

など他の交通機関と比べるとビジネス利用の割

合が少ないことなどが要因と考えております。

次に、（２）の令和３年度における決算状況の

見込みについて御説明いたします。

貨物、旅客ともに回復傾向にはあることから、

売上げの増加に伴って営業収益は伸びた一方で、

営業費用のうち燃料費が24億8,900万円となって

おり、前年度比では約８億6,000万円と1.5倍以

上増加しており、経営を大きく圧迫している要

因となっているところでございます。

この結果、営業収支が５億1,100万円、経常収

支が２億9,400万円のマイナスとなり、２期連続

の赤字決算となる見込みでございます。

次に、９ページを御覧ください。

２の直近の状況（新船効果）についてであり

ます。

長期化するコロナ禍と燃料価格の高騰の影響

により、現在も依然として厳しい経営環境下で

はございますが、去る４月15日に一隻目の新船

「フェリーたかちほ」が就航いたしました。運

航開始後、日が浅い状況ではありますが、参考

として一月を通して新船が運航した５月の状況

について記載させていただいております。

①の輸送量の増加については、貨物・旅客と

もに回復基調にあり、特に旅客は大きく伸びて

いることから、まだ速報値ではございますが、

燃料高騰の影響で営業費用が増大する厳しい経

営環境下にあっても営業収支が約2,300万円と黒

字となっております。燃料価格の高騰前であっ

た昨年度の営業収支が約6,400万円の赤字となっ

ておりますので、新船効果が現れていると考え

ております。

また、②の省エネ効果による使用燃料の低減

についても、現時点では確証的なデータはまだ

持ち合わせておりませんが、会社からは当初想

定していた程度の燃料削減効果─カタログ値

で20％削減という効果は十分に期待できると

伺っているところでございます。

次に、３の令和４年度における需要回復に向

けた主な取組についてであります。

現在、会社において大型化や個室化など新船

の強みを生かした営業を強化し、落ち込んだ貨

物や旅客の回復に懸命に取り組んでいるところ
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でございますが、県としましても主に記載の事

業により支援しているところでございます。

なお、（１）の貨物対策につきましては、臨時

交付金を活用した①の公共交通・物流需要回復

プロジェクト事業により、コロナ禍で陸送や他

航路に流れた本県発の上り荷の回復を図るとと

もに、②の長距離フェリー下り荷確保支援事業

により季節や曜日に応じた柔軟な運賃割引や、

本日から開催されている関西エリア最大の物流

展に参加し、新規顧客の掘り起こしを行うなど、

長年の課題であります下り荷の確保に努めてい

るところでございます。

次に、（２）の旅客対策につきましてはお手元

に参考資料としてチラシを配付させていただい

ておりますが、①の公共交通・物流需要回復プ

ロジェクト事業により６月１日から県民向けの

割引キャンペーンを実施しております。まずは、

落ち込んだ旅客需要を回復させるとともに、②

の船旅の新たな魅力開発・発信支援事業では船

上イベントの実施など船旅ならではの魅力を高

めることで新船効果を最大化し、新たな旅客需

要の掘り起こしやリピーターの確保に努めるこ

とにしております。

貨物、旅客に係るこれらの取組の実効性を確

保し、10月には２隻目の「フェリーろっこう」

も就航を予定していることから、フェリー社と

連携し、できるだけ早いタイミングでの回復を

図ってまいりたいと考えております。

○湯地中山間・地域政策課長 中山間・地域政

策課から２件御説明いたします。

委員会資料の10ページを御覧ください。

令和３年度の移住実績についてであります。

１の移住実績についてですが、県及び市町村

が移住施策により把握した移住世帯数等の県全

体の合計は884世帯、1,617人となり、その下の

参考に記載しております令和２年度、令和元年

度の実績と比較して大きく増えております。

増加の要因につきましては、コロナ禍での地

方回帰の大きな流れが継続していることに加え、

ＵＩＪターンでの就職や新規就農支援等の個別

の施策がうまくマッチしていることによるもの

と考えております。

なお、米印に記載しているとおり、本県では

移住の定義を「本人や家族の意思に基づき、定

住することを目的に、県外から本県に生活の拠

点を移すこと」としており、勤務先の都合によ

る転勤や進学による転入は除いております。

その下の２つの表についてですが、年代別内

訳と移住前居住地の地域別内訳を表しておりま

す。年代別では、30代が290世帯で最も多く、次

いで20代の267世帯、その次が40代の147世帯と

なっております。また、地域別では関東からが312

世帯で最も多く、次いで九州・沖縄の275世帯、

その次が近畿の156世帯となっております。

次に、２の市町村別内訳についてですが、各

年度でばらつきはあるものの多くの市町村が増

加傾向にある中で、令和３年度では最も多いの

が宮崎市で307世帯、次いで都城市の210世帯と

なっており、いずれも令和元年度から大きく増

えております。また、えびの市が42世帯とかな

り増えておりますが、これは移住者向けの住居

を確保するため、空き家バンクの登録件数を増

やす取組、例えば固定資産税の納付書の発送時

に空き家バンク登録を呼びかけるチラシを同封

する取組などをしておりまして、その効果が現

れたものと思われます。

以上が、令和３年度の移住実績となります。

今後とも、温暖な気候や恵まれた自然、豊か

な食材、充実したスポーツ環境、温かい人柄な

ど全国に誇れる本県の魅力を効果的に発信し、
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引き続き、移住促進に取り組むとともに、市町

村と連携しながら移住者の定着に向けた取組に

も力を入れていきたいと思います。

続きまして、11ページを御覧ください。

宮崎県中山間地域振興計画の改定についてで

あります。

まず、１の改定の趣旨についてですが、宮崎

県中山間地域振興条例に基づく宮崎県中山間地

域振興計画につきましては、目指す将来像を「人

口減少下においても、将来にわたって安心して

住み続けられる中山間地域」とし、重点施策と

して「ひと」「くらし」「なりわい」の３つを計

画の柱に据え、中山間地域の振興を総合的かつ

計画的に推進しているところであります。

このたび、現行計画が令和４年度で終期を迎

えることから、本県の中山間地域を取り巻く現

状を踏まえた新たな計画へ改定するものであり

ます。

次に、２の計画の概要等についてですが、計

画期間を令和５年度から令和８年度までの４年

間とし、計画改定に向けては今後求められる中

山間地域対策を検討するため、アの集落の代表

者等へのアンケート調査及びイの中山間地域振

興協議会、これは米印にありますとおり、西臼

杵支庁及び各農林振興局単位で設置しており、

県、域内市町村、地域代表者等で構成する組織

になりますが、これらの協議会等と意見交換を

実施することとしております。

次に、３の改定スケジュールについてですが、

記載のとおり、当委員会に骨子案等を随時御報

告しながら、最終的に来年６月の県議会定例会

に改定案を提出したいと考えております。

最後に、資料にはございませんが、現行計画

においては急激に人口減少の進む中山間地域の

住民の暮らしに必要な機能・サービスを維持す

るため、生活基盤の整備に加え、地域課題の解

決に向けたワークショップや交通空白地の移動

手段の確保、看護師など医療人材の交流等、様

々な施策を進めてまいりました。このような中

で、常任委員会の県内調査でも調査いただきま

したＮＰＯ法人東米良創生会や酒谷地区むらお

こし推進協議会など自主性の高い地域運営のモ

デル的な取組も出てきております。

新たな計画につきましては、５年後、10年後

の将来に向けて地域の組織化や人材の育成・確

保など地域の力を結集しながら、いかにして持

続・存続を図るのかを重要な視点としてしっか

りと内容を検討してまいります。

○日高委員長 お諮りします。

あと２課の説明がございますが、多分午前中

には済むと思いますので、午前中は説明までに

して、午後から質疑ということでよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 では、そういう形でお願いしま

す。

○大野産業政策課長 常任委員会資料の12ペー

ジをお願いします。

フードビジネスの推進について説明いたしま

す。

フードビジネス推進構想については、（１）の

概要にありますとおり、平成25年３月に構想を

策定し、令和２年３月に現行構想に改定を行っ

ております。フードビジネスの成長産業化に向

けた取組を全庁で推進しているところでありま

す。

（２）に成果指標及び実績を示しております。

令和３年度の実績を太枠で囲んでおりますが、

全ての指標において前年から減少しております。

特に、食品関連産業生産額については新型コロ
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ナの影響を受け始めておりまして、マイナス7.7

％と大幅な減少になっております。

下の３つのグラフは、３つの指標について過

去10年間の推移を示したものです。全ての指標

が計画策定時から順調に増加してきておりまし

たが、ここ数年は伸びの鈍化や減少が見られ、

これは全国的にも同様の傾向となっております。

今後、令和２年度以降の統計数字が乗ってき

ますけれども、コロナの影響を大きく受けてお

りますので、さらに大幅な減少が見込まれてい

るところです。

13ページをお願いします。

令和３年度の主な取組実績を構想の３つの視

点に沿って整理をしております。

高付加価値化の推進では、ローカルフードプ

ロジェクトやみやざき地頭鶏胸肉の機能性表示、

（２）の食の魅力発信においては焼酎の全国234

店舗でのプロモーションやＥＣサイトを使った

デジタルプロモーション、（３）のフードビジネ

スの生産性向上と良質な雇用の創出においては

デジタル技術導入のための設備機器の設置支援

やひなたＭＢＡでの人材研修などを実施してお

ります。

３のみやざきフードビジネス構想の改定につ

いてであります。

現行構想の推進期間が本年度で終了しますこ

とから、フードビジネスの成長産業化に向けた

取組をさらに推進することとして構想の改定に

着手するものです。

改定のイメージについては、現行構想の成果

と課題をしっかり分析するとともに、コロナの

影響であるとか社会情勢の不安、ゼロカーボン、

ＤＸといった社会変容に対応し、さらにフード

ビジネスを成長させるための施策について基本

的な方向を示すこととしております。

（３）の主なスケジュールです。７月以降県

内調査、ヒアリング等を実施しまして今年度中

に骨子案を策定し、２月議会の常任委員会にお

いて骨子案の報告を行いたいと思っております。

その後、パブリックコメント、知事をトップと

する本部会議を経て、来年度６月議会において

新構想の報告を予定しております。

○德山みやざき文化振興課長 常任委員会資料

の14ページを御覧ください。

仮称でありますが、みやざき文化振興計画の

策定についてでございます。

まず、１の策定の理由ですが、今年２月県議

会で議決いただきました宮崎県文化振興条例は

３月14日に施行されているところであります。

この条例の第９条に「文化の振興等に関する基

本的な計画を策定するものとする」と規定され

ておりまして、この規定に基づき、基本計画の

策定に取り組むものであります。

次に、２、基本計画の概要等であります。

まず、期間は令和５年度から令和８年度まで

の４年間としております。

（２）計画の役割につきましては、条例にお

きまして県民が共有すべき理念及び文化の振興

等に関する施策の基本的な事項を定めたところ

でありまして、計画におきましてはこの条例に

基づいて施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ための今後４年間の方針と具体的な施策の方向

性を示すものであります。

（３）計画の構成ですが、①策定の趣旨、位

置づけ、②本県の文化の現状・課題、③基本的

考え方や推進体制などについて記述いたします

とともに、④具体的な施策として条例で定めた

３つの基本施策を柱として展開したいと考えて

おります。

最後に、３、今後の予定でありますが、みや
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ざきの文化を考える懇談会における有識者や市

町村の御意見なども伺いながら内容の検討を重

ねまして、来年６月に最終報告を行う予定とし

ております。

○日高委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項についての質疑については午後から

といたしたいと思います。再開時間ですが、１

時から行いたいと思いますがいかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 異議なしということですので、

午後１時から再開といたします。暫時休憩いた

します。

午前11時55分休憩

午後１時０分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

○甲斐デジタル推進課長 お手元に、マイナン

バーカードの交付率の資料を配布させていただ

きました。

都道府県別では、先ほど申しましたけれども、

宮崎県が１位になっております。

一番下のところに合計と平均が出ております

が、全国平均が44.7％ということで、宮崎県は10

ポイント以上高いという状況でございます。

右のほうが県内市町村のランキングで、ベス

トテンのところに線を引いておりますけれども、

全国と比べれば結構頑張ってはいるんですが、

やはり全国平均を下回っている自治体もあると

いうことで、その辺りを中心にいろんなサポー

トをしていきたいと考えているところでござい

ます。

それと、先ほど日髙副委員長から御質問のあ

りました、前回のマイナポイント第１弾のとき

どうだったかというお話なんですが、国から明

確に示された数字はないんですけれども、前回

の締め切った時点でのマイナンバーカードの交

付件数うち、カードを持っている方の約半分が

ポイント申請をしているという状況です。単純

にそれで計算してみますと、約14億円分のポイ

ントが県内で交付された状況になっておりま

す。5,000円のときでその程度ですので、ぜひ、

たくさんの方にポイントを取得していただいて、

県内の経済活性化にもつなげていただきたいと

考えているところでございます。

○日高委員長 その他報告事項について質疑は

ございませんか。

○星原委員 総合計画の長期ビジョンの目指す

将来像ということで「2040年の宮崎県の姿」と

なっているんですが、この中身がどうのこうの

ではなくて、これだけの計画を立てた場合の予

算はどれぐらい必要で、これを実現するために

は財源の裏づけとかがないと、計画は立てても

実際にやるときにどうなのか。

だから、計画を立てるときに財源の裏づけみ

たいなものまで計算しながら、こういうことを

実現するためにはどれぐらいの予算でやって

いったらいいのかということは、検討している

ものなんですか。

○津田総合政策課長 正直に申し上げると、そ

こまで計算は出しておりません。

あくまでこれは長期ビジョンということで、

将来的な方向性ということで考えております。

今から、さらに４年間のアクションプランをつ

くりまして、そしてまた毎年の予算の重点施策

を設けていきますので、その中で必要な予算を

獲得してまいりたいと思います。

○星原委員 そういう財源的なものじゃなくて、

見通しというか、こういうことで宮崎県が形成

されていくという方向性を示すだけということ

は、私から見ると、５年前とかそういう形の区
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切りのところで、やっぱりこれを実現していく

ことで移住者を呼び込んだり、いろんなことを

計画立てているわけですから、そういう人たち

がそういう宮崎県の姿を見て、来たりするわけ

ですよね。

だから、そういうことであれば、これを実現

するためには裏づけとなる財源が必要であるこ

とも考える中で、県内での県税収入の部分と逆

に国に働きかけて予算をもらって、そして実現

に向けるんだといったところまである程度考え

ながらやっておくべきではないかなと思ったも

のですから、その辺を聞いたところです。

○津田総合政策課長 私どもも当然、国への提

案要望等に反映させておりますし、この長期ビ

ジョン自体は庁議に諮って了解されるものです

から、当然、県全体としてこういう方向に向かっ

ていくんだというコンセンサスは得られるんだ

ろうと思っています。

したがいまして、そういったところも踏まえ

て、必要なヒントも活用しながら、適切に対応

してまいりたいと考えております。

○外山委員 宮崎カーフェリーの乗船運賃３割

引キャンペーンですが、まだ二十日足らずだけ

れども、何か目に見えた効果は出ていますか。

○佐野総合交通課長 キャンペーンにつきまし

ては、６月１日から始めたところですけれども、

今、予約まで全て入れると、「車で行こう 神戸

―宮崎」が1,224名、また宮崎県民限定のプラン

につきましては600名で、合わせて1,824名の予

約をいただいているところでございます。

○外山委員 それはキャンペーン効果が出てい

るのでしょうか。

○佐野総合交通課長 ３割引きという形でうた

わせていただいているんで、間違いなく、キャ

ンペーン効果だろうと思っているところでござ

います。

○外山委員 つまり、今回は通常の車やトラッ

クを使う人も３割引いてもらえるわけだよね。

これは、一つは将来に向けての宣伝効果として

いい試みかもしれませんが、この苦しいときに

売上げが３割減だからね。こういう手法という

のは功を奏するのか。これが終わったら直ちに

客が利用しなくなるとか、非常に難しいと思う

んですよ。

10月以降、回収できる見通しがあればいいけ

れども、その辺がまだ微妙ですよね。今、この

キャンペーン期間は通常利用しても全部３割引

きになるわけじゃないですか。

○佐野総合交通課長 ※このプランにつきまして

は、県民割引という形で全ての県民を対象に割

引させていただいております。

新船が10月に２隻そろいますので、私どもと

してはこの機会に、ぜひ一度、県民の皆様に乗っ

ていただいて、船旅のよさというものを再確認

していただいて、ぜひリピーターになっていた

だきたいと考えております。この割り引いた分

については、県からの支援とさせていただいて

いるところでございます。

○外山委員 この３割は県が負担するのですか。

○佐野総合交通課長 今年度、交付金事業です

けれども、県の事業としてさせていただく予定

でございます。

○太田委員 常任委員会資料の12ページの産業

政策課のフードビジネス振興構想ですが、「構想」

と「計画」の違いはあるんですかね。

○大野産業政策課長 明確な違いについては承

知しておりませんけれども、「構想」ということ

ですので、大まかなその概念であるとか方向性、

考え方を示すものを、このフード構想というこ

※34ページに訂正発言あり
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とで考えております。

○太田委員 その辺がちょっと気になりました

けれども、別に問題提起ではなくて、議会に対

する成果の報告とかの格付の違いがあったのか

なと思ったところでした。

○有岡委員 常任委員会資料の10ページ、11ペ

ージの中山間・地域政策課の関係でお尋ねいた

します。

移住者の実績としては宮崎市とか都城市が伸

びているという数字が見えて、大変ありがたい

と思っております。この長期計画、長期ビジョ

ンの中でうたっていますように、子育てのため

に空気がきれいで自然豊かな土地を探し求めた

りというのは相談する方の声だと思いますけれ

ども、こういった選ばれる場所のテーマはどう

いうものがあるのかなと考えるとき、例えば都

城市でしたら子育てがしやすい環境があるとか、

何らかの特徴があると思うんですよね。

そういったニーズに応えるために、それぞれ

市町村に情報提供したり、そういった施策が必

要だと思うんですが、そういった実態の調査を

されているのでしょうか。

もう一点は、転入してきたけれども、なじめ

ず逆に転出したといったケースがあれば参考に

教えてください。

○湯地中山間・地域政策課長 どういった地域

が求められるかというところですけれども、そ

れぞれの市町村で、自らの市町村のいいところ、

アピールできるところについては相談窓口を設

けておりますので、そういった中でちゃんとア

ピールされているというところがあります。県

のほうでも「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセ

ンター」というのがありますので、そこを通し

て相談のあった内容については各市町村に情報

を共有していく形にしております。

あと、なじめないで帰られた方というのは、

正直どこまでいらっしゃるのかはよく分からな

いところもあるんですけれども、国・県の制度

で移住支援金というのがあります。令和元年か

ら３年まで259件支給しているところですが、そ

のうち、その仕事を辞めたりして最終的に支援

金を返還されたケースが９件ございます。例え

ば病気で辞められたケースもありますので、な

じめなくて辞めたのかはっきりしないところで

はありますが、件数としてはそれほどないと考

えています。

○外山委員 宮崎県は８割ぐらいが中山間地域

ですよね。たしか延岡市と、児湯地域、高鍋町、

宮崎市、都城市以外は全部、中山間地域ですよ

ね。中山間地域とは、どういう定義なのでしょ

うか。

○湯地中山間・地域政策課長 中山間地域の定

義として農水省は「中間農業地域と山間農業地

域を合わせた地域」という言い方をされていま

して、宮崎県で入ってないのは児湯地域だけに

なります。延岡市とかも一部かかっている部分

がありますので、中山間地域には含まれるとい

うところになります。

○外山委員 ということは、中山間地域振興計

画は、宮崎県振興計画ですね。

ずっと疑問に思っていて、中山間地域と聞くと

まさに昔の限界集落とかをイメージするじゃな

いですか。ところが、実は全県がほとんど該当

しているという現実を恐らく県民の方は知らな

いと思います。

○湯地中山間・地域政策課長 委員がおっしゃ

るとおり、県内全域をほぼカバーしているよう

な状況なんですが、言葉が適当かどうかという

のはあるんですが、今おっしゃられたように限

界集落とか人口減少で地域の維持が厳しくなっ
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てくるようなところを中心に支援していくとい

う形にはなります。

○日髙副委員長 私も文言の関係で確認させて

ください。

「カーボンニュートラル」と「ゼロカーボン」

の言葉尻です。

宮崎県総合計画長期ビジョンの12ページの中

ほどで「カーボンニュートラル」という言葉を

使ってあります。34ページの要素２では「ゼロ

カーボン社会」という言い方をしていますが、

本県の予算書では「ゼロカーボン」という形を

使っていると思います。

ただ、最近これはどっちがいいのかというの

もいろいろありまして、請願とかそういうので

もカーボンニュートラルという言葉を使ってい

るところもあるんですが、この辺のことについ

ては、何か統一を図ろうとかいうことがあるの

でしょうか。それともこのまま県としてはゼロ

カーボンという言葉をずっと使っていくという

ことなのかを確認したいと思います。

○津田総合政策課長 まず12ページですが、こ

こは国の説明なのでカーボンニュートラルとい

う言い方をしています。

おっしゃるとおり、国は基本的にカーボンニュ

ートラルという言葉を使っておられて、本県は

ゼロカーボンという言葉を使っているというこ

とで、国の説明なのでこのように使い分けてい

るということでございます。

○日髙副委員長 だから、なぜ変えているのか

という話ですよね。

一般の人たちが考えた場合には、カーボンニュ

ートラルの「ニュートラル」は「中間」という

意味だそうですね。ですから、炭素を50％減ら

して、森林資源がＣＯ２を50％吸収して、真ん

中で50％ずつで折り合いをつけて、ニュートラ

ル─中間にしようと。

ただ、ゼロカーボンということになると、「炭

素をゼロにするって、どうやってゼロにすると」

という話を、たまに聞くんですよね。だから、

一般の人からしたらゼロカーボンとカーボン

ニュートラルは、本来一緒だけれども、詳しく

ない人は「意味が違うんだろうな」という話に

なってくると思うんです。

まあ単純な話ですけれども、総合計画という

ことですから、聞かれれば、そのことは明確に

「こうだ」と。宮崎県としては「ゼロカーボン」

を使うんだということでやらないと、仮に市町

村が総合計画の中でカーボンニュートラルとい

う言葉を使った場合に、県との整合性はどうな

るのかというのは、明確にしておくべきだと思

います。

○津田総合政策課長 御指摘の点、特に県庁内

では当然、統一的にすることは可能だと思うん

ですけれども、市町村も含めてということでご

ざいますので、まずは、この言葉で本当にいい

のかどうかということも含めて、再度検討いた

しまして、その必要があれば、市町村にもそう

いったことを要請したいと考えております。

○松浦総合政策部長 この温暖化対策について

は、環境森林部が所管しておりまして、当然、

環境関係の計画を持っております。その中での

文言としてゼロカーボンということでうたって

おりますので、現時点で県としてはゼロカーボ

ンということを目指すということになっており

ます。

ただ、御指摘の点については、改めて環境森

林部にもお伝えし、どうしていくのかというこ

とは改めて検討をしたいと思います。

○日髙副委員長 宮崎県総合計画ですから、こ

れは県において最上位の計画ですよね。これが
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一番、基だということを考えれば、一般の人た

ちがどう思うかというのも考えてほしいと思い

ます。

もう一点です。はっきり確認できなかったん

ですが、この中には今回のウクライナによる食

の安全保障の関係は何らかの記載があるので

しょうか。

○津田総合政策課長 ウクライナとは明確には

書いてございませんが、例えば原油価格の話で

すとか資源エネルギーの話ですとか、そういっ

た今後のその物価変動も含めての記載はござい

ます。

28ページのグローバル化の進展のくだりで、

原油価格の高騰や新型コロナウイルスの対応な

どというような話はございますが、ウクライナ

という名称の記載はございません。

○日髙副委員長 考え方の違いでどうか分かり

ませんが、私としてはコロナの問題もあります

けれども、これまで言ってきた自給率の問題を

考えると、ウクライナの食料の輸出制限などが

全ての人類の物価高ということまで影響してく

るということを考えたら、非常にこの問題は大

きい問題だと思うんです。

宮崎県総合計画長期ビジョンの29ページの宮

崎県の状況の２行目に記載のとおり、農業産出

額が今まで５位でしたけれども、ついに全国第

６位になったわけですね。こういう状況の中に

あるからこそ、コロナ禍も含め、そして今度の

ウクライナの問題で、食料というのは世界規模

でどうやってグローバルの中で安定性を保って

いくかというのを今後考えなくてはいけない宮

崎県の一番大きな課題でないかなと私は思って

いるんです。

ですから、そういうことを考えながら、食料

の安全保障というのをもう一回考え直して、そ

のために、宮崎県は全国有数の食料基地─本

来、松形知事の時代は日本の食料基地だったは

ずなので。それを取り戻すためにも、やはり、

この食の安全保障、自給率問題というのはもう

一度しっかりとこの計画の中にも言葉として織

り込むべきではないかなと私は思います。

○津田総合政策課長 貴重な御意見ありがとう

ございます。そのとおり、食料安全というのは

非常に大事だということは、私どもも十分認識

しております。

30ページには将来の課題ということで若干そ

ういった点には触れておりますけれども、おっ

しゃっている点をもう少し明確に表現できるの

かどうか、貴重な御意見として賜りましたので、

また最終案を９月に提案させていただきますの

で、そこまでに、総合計画審議会等の意見も踏

まえて検討させていただきたいと思います。

○中野委員 長期計画ですからずっと使う資料

なんですが、この表を中心にいろいろ見るとあ

ちこちから資料を取り寄せているから、数字に

整合性の欠けるところが多々あります。今はど

ことは言いませんが、気づかれていると思いま

すのでよろしくお願いします。

○井上委員 やっぱりこのビジョンがなければ

具体的に動くということもできないわけですが、

特にこの「くらしを支え、未来を拓く産業づく

り」において、フードビジネスというのは大変

大きな課題だと思うんですよね。そして、宮崎

県はここをきちんとやり上げていかないと、自

分のところで作っている農産物にどのようにし

て付加価値をつけてどう高く売り、産業として

自立させていくかということができないと思う

し、農業イコール観光業と私は考えているので、

そういう意味でいうと、このフードビジネスの

推進は大きなものがあると思います。
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この振興構想の改定をされることについては、

既定路線なのでいいんですけれども、どんなふ

うに改定していくかということが非常に問題に

なるところだと思います。また改めて人を集め

て何か話をするということなのか、それとも、

今あることも含めてそうですけれども─私は

議場でも申し上げたけれどもＬＦＰなんかも非

常に評価しているところです─我が県のフー

ドビジネスを推進していかないといけないと思

うのですが、この改定に対するイメージが分か

るようで分からないところがあるんです。

コロナ禍における消費行動の変化は事実そう

なので、これは分かります。ゼロカーボンの推

進は今言われたとおりです。あとデジタル化は、

様々な社会変容を踏まえて今後４年間で取り組

む施策の基本的な方向性を示すとなっているん

ですけれども、今のところ具体的に何もなしで

という感じなのか。それとも、ある程度の方向

性みたいなのは感じつつ、それを磨いていくと

いうか、それを強固にしていくというか。その

３つの事例が書いてあるというのはそういうこ

となのかなと思ってもみているんですけれども、

その辺りはどうなんですか。

○大野産業政策課長 改定のイメージというと

ころですけれども、具体的にどういう方向性を

示すかというのは７月以降に、意見交換会であ

るとか委託業務を使った調査とかを進めていこ

うと思っています。

その中で考慮すべきこととして今、コロナで

あるとかゼロカーボン、ＤＸ、あとウクライナ

情勢とか社会国際情勢の話もありましたけれど

も、そういうところをどういう形でこの計画の

構想の中に盛り込んでいけるかというところを

今から検討していきたいと思っております。

しかしながら、本県の産業構造からいうと、

農業産出額は非常に高いし、そこの高付加価値

化をしっかりやっていくということが産業、フ

ードビジネス全体の成長につながるというとこ

ろは相変わらず同じことだと思って考えており

ますので、そこについては現計画から引き続き

軸に考えていきたいと思います。

○井上委員 宮崎県の農産物の作り方を含めて、

先ほどもあったように、それは確かに食料基地

と言われるぐらいのところなので、それはそれ

なりの固まりがあるということよね。

でも、その先─お客様がどんなふうに宮崎

県に来ているかというデジタル化実装支援など

書いてあるけれども、データをちゃんとそろえ

た上で議論しないと、もう何もなしで議論され

ると、また元の木阿弥みたいにして何度も同じ

ことを繰り返したのかなと思うんですよね。

今回、フリーズドライの機械を整備していた

だくというのは大変いいことだと思うんです。

状況的に言うと、冷凍食品というのも非常によ

く売れている。

だから、宮崎県でできるものプラス、このフ

ードビジネスにちゃんと乗せ切れるようにして

いく商品創りというのが非常に大切なんじゃな

いのかなって思うんです。

その分析がきちんとできるのかなっていうの

が、ちょっと心配しているところなんですけれ

ども、この構想自体は推進していかないといけ

ないし、ここが大きな意味での「産業づくり」

の核になっていく可能性は非常に高く、非常に

評価する内容なので、ここをきちんとやり上げ

ていくという姿勢がちゃんと見えないといけな

いんじゃないかなと思います。

だから、以前はあまり問題視されなかったフ

ードビジネスによるコーディネーターの人たち

が、最近はちょっと違う活動をされているのと、
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販売ルートのつくり方についてもちょっと変

わってきていて、売り出すものの商品価値の考

え方も非常に変わっています。そこをきちんと

押さえた上で、この構想をつくっていただきた

いなと思います。

幾つかもう上げたけれども、ハードルが高い

と思っていただくよりか、今のをどう進展させ

るかと考えていただいたらいいと思うんだけれ

ども、そこをちゃんとやっていただくと、宮崎

県は大化けする可能性だってあります。だから

売り方についてももっと研究ができるのではな

いのかなと思うので─どなたを専門家と言っ

たり関係団体と呼ぶのかというのが私には疑問

があるところでもあるんだけれども─発想を

少し変えていただくといいなと思っています。

だから、そこを見越した上で議論して、宮崎

県は新たなフードビジネスの開発と考えてもら

うといいなと期待しているんですけれども、そ

こはいかがですか。

○大野産業政策課長 委員のおっしゃるとおり、

特に売り方です。商品開発のところは一生懸命

できて、いろんなものができてくるんですけれ

ども、売り方というのも、特に近年はインター

ネット─ＥＣであるとか、新商品を発表する

場も単なるプレスリリースではなくて、例えば

クラウドファンディングを使って、その反応を

見るとかというようなことで露出の仕方もいろ

いろ変わってきています。急激にいろんな手段

が増えてきているので、実際、今年の事業にお

いても、そういう取組を幾つかやって検証して

いくようなことも計画しております。

今まで10年間やってきたフードの取組の中で

の反省点だったり、もっと伸ばしていくべきと

ころというのは、いろいろ意見交換したり調査

していく中で出てくると思いますので、それに

プラス、デジタルだとか新しい取組というのを

上に重ねていって、どういう発展が望めるのか、

どこに成長の兆しがあるのかを少し明らかにし

ていけたらなと思っております。

○井上委員 宮崎県内の地域、産地ごとに考え

方が違うところもいっぱいあるんだけれども、

宮崎県は果樹がいいのに─マンゴーはよく売

れているけれども─ちょっとした手の加え方

と売り方で非常に変わると思えるものがたくさ

んあるので、果樹なんかももう少し力を入れて

もらえるといいのかなと思うんですよね。

従来あるものだけではなく、今までとは違う

販売方法と品物の見せ方、商品の見せ方をちょっ

と考えてもらうと、随分、宮崎県は違うように

なっていくのではないかなというのは予想でき

ることだから、それをぜひお願いしたいなと思

います。

○星原委員 宮崎県総合計画長期ビジョンの35

ページの「きずな・つながり」の真ん中ほどの

ところに、「宮崎と県外、海外との交流などを強

化していく必要があります」と記載があります。

多分、皆さん方は全て考えていらっしゃるだろ

うと思うんですが、人口減少の中で経済面から

観光面から教育面まで、全部に外国人労働者が

入っているんだろうとは思います。

これから10年後、20年後、30年後を見たとき

には、「世界の中の日本」じゃなくて「世界の中

の宮崎」という考え方に立って、いろんな分野

の交流を含めてもう少し具体的に考えていって

もいいのかなと思うんです。

多分この中に入っているんだろうとは思うん

ですけれども、今の小学生とか子供たちが大人

になった時代はどういう時代になっているかと

いうと、多分そういう境界はないんじゃないか

なと思うんですよね。だから、そういう中で、
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宮崎県に住みながらどういう生き方をしていく

かということを考えるべきじゃないかなと思う

んです。

ですから、人口減少の中ではいろんなものが

かみ合ってくるだろうと思いますので、ぜひ、

その辺のところもある程度具体的に─一つ一

つでいけば経済面ではどう、観光面ではどう、

文化・芸術面ではどういうふうな形とか、そう

いう細かく分けて取り上げて、「世界の中の宮崎」

という捉え方をしていただくことも入れてもら

うといいのかなと思います。

○津田総合政策課長 重要な指摘だと思ってお

ります。潮流の中では、「世界の中の宮崎」とい

う分析はしているところなんですが、具体的に

は今後のアクションプランの中に書き込んでい

きたいと思っております。

○日高委員長 総合計画は知事のマニフェスト

とリンクするのでしょうか。

○川北総合政策部次長（政策推進担当） 今御

説明いたしました長期ビジョンでございますけ

れども、これは県の各部と横調整しながら、そ

して多くの方々の御意見をいただきながら、検

討してまいる部分でございます。

また、知事のマニフェストは政治家としての

知事という部分もございますので、そこは私ど

もが直接関わる部分ではないと思っております

が、政治家としての知事としてまた検討される

ものと考えております。

○日高委員長 常識的に考えれば、県知事とし

ての長期ビジョンと政治家としての長期ビジョ

ンは、当然リンクしてくるものだと思います。

関わり合うか関わり合わないかが、地方公務員

法によっていろいろな問題があるからという話

だと思うんですけれども、間違いなく関わり合っ

てくるんです。

これは私たちは分かりますが、県が未来に向

けて総合計画でこういう動きをしていくんだと

いうのが県民には分かりづらいです。総合計画

は今後どうしていこうかという自分たちがこれ

から仕事していく中でのいわゆる見本ですよね。

言ってみれば、道しるべとなるものが総合計画

ということでいいですよね。

○松浦総合政策部長 この総合計画は随分前の

段階では10年計画であったりとか４年計画で

あったりということでありました。その中で、

少し長い目で見て考えないと、特に人口が減っ

ていくということがもう見えておりましたので、

どういった点を重点に考えていくべきかという

考え方が必要であるということで、この20年の

長期ビジョンをつくったところであります。

ここの考え方については、つくっていく過程

で知事も交えての議論になりますので、そうい

う考え方はあると思いますけれども、どなたが

知事になられても大きな方向性は変わらないも

のをつくっていくものであります。

その上で、長い期間で見たときの宮崎県をつ

くっていくために、知事になられた方の４年間

で何をするのかというようなことは、当然、公

約で出されていくわけでありますが、そこの部

分については、アクションプランといいますか、

行動計画の中には当然反映させなければならな

いことになりますので、次の知事になられる方

の公約の中で、それを行動計画として考えてい

く上ではアクションプランの中に反映させてい

くという形になってまいります。

○日高委員長 なるほど。よく分かりました。

４年のアクションプランが出てきますが、県

庁の内向きの計画ではなく、ある程度外向きに

も分かりやすく、県がやろうとしていることを

「ああ、なるほどね」って思えるような工夫も
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必要だと思うんです。さらに分かりやすく、い

ろんな人に伝わるようにしていただきたいとい

うのが私の要望です。

○松浦総合政策部長 すみません、先ほど少し

御説明が不足しておりましたけれども、県の総

合計画としては、長期ビジョンとアクションプ

ランは一体のものとして考えるべきだと思って

おります。

今回のアクションプランの見直しをこれから

やっていくことになりますけれども、それと併

せて、どういう宮崎県をつくっていくのかとい

うことはしっかりと説明していく必要がありま

すので、そういったところについては対応して

まいりますし、意を用いてまいりたいと思って

おります。

○佐野総合交通課長 先ほど外山委員から御質

問のあったフェリーの３割引きキャンペーンに

ついて、全てが対象ですとお答えさせていただ

いたかと思うんですけれども、あくまでも対象

は旅客という形で、事業用車両─トラックだっ

たりトラックドライバーは対象になっておりま

せんので、おわびの上、訂正させていただけれ

ばと思います。

○日高委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、請願の審査に移りま

す。

請願第９号について、執行部からの説明はご

ざいませんか。

○牛ノ濱生活・協働・男女参画課長 特にござ

いません。

○日高委員長 それでは、委員から質疑はござ

いませんか。

○太田委員 この文面の中に、通称の使用拡大

やその周知に取り組むということが明記された

と書いてあり、これは第５次男女共同参画基本

計画の中での議論であったという表記でありま

すけれども、通称の使用というのは、例えばど

んなときにメリットがあるのでしょうか。

例えば、銀行通帳なんかは恐らく住民票どお

りでしょうから、通帳関係は通称では出しても

らえないだろうなという。では、通称を使用す

ることによって、当人にどんなメリットがある

のか何か把握されているところはありますか。

○牛ノ濱生活・協働・男女参画課長 県庁でも

通称使用を実施しております。

今、委員がおっしゃったように、法定でもき

ちんとした戸籍上の姓、氏を使うと定められて

いるものはいたし方ないところかと思いますが、

それ以外のところで、ある程度運用が可能なと

ころで、実施できるというルールが定められて

いる場合には、旧姓がそのまま使えますので、

婚姻によって変えるところはなくなると思って

おります。

○太田委員 今、県庁の中でも通称使用はでき

るということですが、その辺のトラブルはない

のでしょうか。

○牛ノ濱生活・協働・男女参画課長 通称使用

が始まりまして、もう大分、年月もたっており

ますし、その辺はルールどおり、うまくいって

いると思っております。

○日高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、その他で何かござい

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 その他のその他で要望なんです

けれども、先日可決された議案第13号の教育委

員会の予算として、いわゆる教育共通事務に関

わる経費として、県立高校には給食の緊急対策
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が出ています。

しかし、みやざき文化振興課が所管する私学

については、授業料等の緊急対策と光熱費の高

騰対策ということで給食の対策がありません。

私学は給食がほとんどないということでござい

ますけれども、調べたところ、県内には寮生

が1,600名以上いて、かなりそこが圧迫されてい

るということでございます。

同じ宮崎県の中高生ですから、県立も私立も

やっぱりこの燃料高騰対策というのは同じ立場

でございます。そこら辺の分についても総合政

策部でそういうような配慮を今後考えていただ

ければと思いますので、これは要望ということ

でお願いいたします。

それでは、以上をもって、総合政策部を終了

いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時47分休憩

午後１時56分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

それでは、当委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明をお願いいたします。

○渡辺総務部長 まず冒頭、お礼を申し上げた

いと思います。

物価高等に伴いまして、国の緊急対策を受け

て、まず県民に対策の予算をお届けするという

ことで、先んじて補正予算の２号をお認めいた

だきまして本当にありがとうございました。お

認めいただいた予算は迅速に使わせていただい

て、県民のお役に立てるように頑張っていきた

いと思います。

それでは第１号議案について、座って概要を

御説明させていただきます。

本日御審議いただきます議案等につきまして、

お手元の総務政策常任委員会資料で御説明させ

ていただきます。

目次をお願いいたします。

まず、Ⅰの予算議案についてでありますが、

令和４年度一般会計補正予算案（第１号）の概

要につきましては後ほど御説明いたします。

次に、Ⅱの特別議案になります。県税の課税

免除等の特例に関する条例の一部を改正する条

例など、２件を提出させていただいております。

次に、Ⅲでありますけれども、報告事項につ

きましては令和３年度宮崎県繰越明許費繰越計

算書について、またⅣ、その他報告事項では宮

崎県情報公開条例の改正についてなど、４件に

つきまして御報告させていただきます。

それでは、資料の１ページをお開きください。

議案第１号の概要についてでございます。

この補正は、第６波以降の状況に対応した新

型コロナウイルス感染症対策の継続に係るもの、

国庫補助決定に伴うもの及びその他必要とする

経費について措置するものでありまして、補正

額は、一般会計で112億4,969万9,000円の増額で

ございます。

この補正による一般会計の歳入財源は、分担

金及び負担金が２億1,628万3,000円、国庫支出

金が74億2,246万6,000円、繰入金が17億2,705

万6,000円、諸収入が1,489万4,000円、県債が18

億6,900万円でございます。

次に、一般会計歳出の款別一覧でございます。

主なものを申し上げますと、一番上の総務費

ですが、国スポ・障スポ大会の主会場となる新

陸上競技場の最寄り駅であるＪＲ山之口駅につ

きまして、都城市が行うバリアフリー化整備の

費用を一部負担するための経費などを計上して

おります。
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次に民生費でございますが、低所得世帯等の

児童が一時預かり事業による支援を受けた場合

に、利用者負担軽減を行う市町村に対して補助

を行うための経費などを計上しております。

次に衛生費でございますが、軽症及び無症状

の自宅療養者への健康観察を民間委託するとと

もに、自宅療養期間の食料など生活に必要な物

資等を配付するための経費などを計上しており

ます。

次に農林水産業費でございますが、農業者の

ハウス内にモニタリング装置を設置しまして、

環境データ等を効率的に収集・蓄積し、分析・

活用の最適な手法を検討するなど、施設園芸の

デジタル化に向けた体制整備を図るための経費

などを計上しております。

次に、土木費でございます。国庫補助決定を

受けた社会資本整備総合交付金事業を実施する

ための経費などを計上しております。

最後に、教育費です。児童生徒の情報モラル

教育や教員のＩＣＴ活用指導に関しまして、モ

デル地域において研究・実践、研修会等を実施

するための経費などを計上しております。

予算議案については以上であります。

なお、議案等の詳細につきましては担当課長

から説明いたしますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。

○日高委員長 部長の説明が終わりました。

次に、議案等についての説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○高妻財政課長 常任委員会資料の２ページを

御覧ください。

議案第１号の歳入予算についてであります。

まず、（１）総括の表の左から３列目、太枠内

の今回補正額の欄を御覧ください。

自主財源につきましては、分担金及び負担金

が２億1,628万3,000円、繰入金が17億2,705

万6,000円、諸収入が1,489万4,000円の増額と

なっております。

中ほどより少し下の依存財源につきましては、

国庫支出金が74億2,246万6,000円、県債が18

億6,900万円の増額となっております。

この結果、一番下の歳入合計は112億4,969

万9,000円となります。

続きまして、３ページを御覧ください。

（２）歳入科目別概要についてであります。

まず、分担金及び負担金ですが、港湾建設事

業などの公共事業について、市町村からの負担

金を受け入れるものであります。

次に、繰入金ですが、新型コロナ対策や公共

事業の増額補正に伴う県費負担分について、財

政調整積立金等の基金から繰り入れるものであ

ります。

次に、諸収入は、受託事業収入と雑入の２つ

でありまして、受託事業収入は、ダムの堰堤改

良事業に伴う企業局からの受託料を受け入れる

ものであり、雑入は、水産庁の補助金を県や県

漁連等で組織する協議会を通じて受け入れるも

のであります。

次に、国庫支出金についてであります。

国庫支出金には３種類ございまして、国庫負

担金、国庫補助金、委託金の３つであります。

まず、国庫負担金でありますが、ＰＣＲ検査

体制等強化事業などに伴う衛生費国庫負担金や、

道路新設改良といった公共事業に伴う土木費国

庫負担金を受け入れるものであります。

次に、国庫補助金であります。

１つ目の総務費国庫補助金は、今回の新型コ

ロナ対策事業の主な財源として、地方創生臨時

交付金などを受け入れるものであります。



- 37 -

令和４年６月22日(水)

次の民生費国庫補助金は、安心こども基金へ

の積立ての財源として、子育て支援対策臨時特

例交付金を受け入れるものであります。

次の衛生費国庫補助金は、自宅療養者への健

康観察体制を確保する事業などの財源として、

緊急包括支援交付金などを受け入れるものであ

ります。

丸を２つ飛びまして、土木費国庫補助金であ

ります。これは公共事業の増額補正に伴いまし

て、社会資本整備総合交付金などを受け入れる

ものであります。

その下の委託金は、放射能測定調査機器を廃

棄する事業の財源として衛生費委託金や、情報

モラル教育に係る事業等の財源として教育費委

託金を受け入れるものであります。

最後の一番下でございますけれども、県債に

つきましては、公共事業の増額補正に伴うもの

であります。

○鹿島財産総合管理課長 常任委員会資料の４

ページをお開きください。

繰越明許費についてであります。

今年度予定しております単身用宿舎八村荘再

整備事業の改修工事につきまして、右側にあり

ますとおり２億9,560万円の繰越しをお願いする

ものであります。

これは、再整備に伴う敷地造成工事の実施設

計におきまして、隣接する椎葉合同庁舎敷地と

の高低差─宿舎側が若干高くなっております

が、この差を解消いたしまして、一体利用でき

るように検討を重ねた結果、宿舎敷地の切下げ

範囲を広げることになり、これに伴いまして擁

壁の設置範囲を拡大する必要が生じたため、工

事日数を追加することにしたことによるもので

あります。

○満留税務課長 議案第３号及び報告第１号に

つきまして、お手元の総務政策常任委員会資料

により御説明いたします。

まずは、委員会資料の５ページをお開きくだ

さい。

議案第３号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」であります。

１の改正の理由ですが、地方税の課税免除又

は不均一課税に伴う措置の適用について定めた

総務省令が改正されましたことから、関係条項

の改正を行うものであります。

２の改正の内容は、地域再生法第17条の６の

地方公共団体等を定める省令について、地方税

の課税免除又は不均一課税の適用となる期間の

期限及び特別償却設備に係る整備期間の期限を

延長する改正が行われたことから、関係規定の

改正を行うものであります。

資料中ほどの表を御覧ください。

適用期間の期限につきましては、特例措置の

適用となる期間の期限を令和４年３月31日から

令和６年３月31日へ２年間延長し、特別償却設

備に係る整備期間の期限につきましては、特例

措置の対象となる特別償却設備の整備期間の期

限を、整備計画の認定を受けた日から２年だっ

たものを３年へと１年間延長するものでありま

す。

地方税の課税免除や不均一課税に伴う特例措

置は、地域再生法による支援の１つとして、東

京に一極集中している企業の本社機能を地方へ

移転することや事業者の地方拠点の強化を促進

することを目的として設けられたものでありま

す。

特例措置の内容については変更ございません

が、概要について御説明いたします。

参考の表を御覧ください。

上から、業種の対象につきまして指定はござ
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いません。その下、対象となる特別償却設備に

つきましては、本社機能を有する事務所、研究

所、研修所の用に供する減価償却資産で、それ

らの取得価額の合計額が3,800万円以上、中小企

業は1,900万円以上のものとなっております。

その下、対象となる設備投資につきましては、

新設または増設で、対象となる地域につきまし

ては、諸塚村、椎葉村を除く県内全域。適用と

なる県税につきましては、課税免除が不動産取

得税、不均一課税が事業税、不動産取得税、県

の固定資産税となっております。

最後に、３の施行期日ですが、公布の日から

施行し、令和４年４月１日に遡及して適用する

こととしております。

続きまして、委員会資料の６ページをお開き

ください。

報告第１号、専決処分の承認を求めることに

ついてであります。

内容は、宮崎県税条例の一部を改正する条例

の専決報告です。

今回の専決による改正は、１の改正の理由に

ありますように、地方税法等の一部を改正する

法律が令和４年３月31日に公布され、令和４年

４月１日から施行される規定につきまして、議

会を招集する時間的余裕がなかったことから、

専決による改正を余儀なくされたものでありま

す。

２の改正の内容であります。

（１）ガス供給業に係る法人事業税の収入金

額課税の見直しにつきましては、ガス供給業の

うち、収入割により課税されているガス製造事

業及びガス小売事業の法人事業税について、令

和４年４月１日以後に開始する事業年度から課

税方式が見直されたことから、関係規定の改正

を行ったものであります。

ガス供給業につきましては、地域独占的企業

であること等により収入金額課税とされており

ましたが、ガス事業法の改正により、令和４年

の４月１日から、東京ガス、大阪ガス、東邦ガ

スの大手ガス３社についてガス導管事業とガス

製造事業またはガス小売事業の兼業が禁止され

る等の制度的環境変化を踏まえ、ガス供給業に

係る法人事業税の収入金額課税について見直し

が行われたものであります。

概要につきましては、右ページ上段の表を御

覧ください。

これまで収入割で課税されていたガス供給業

に係る法人について、表右側のとおり、見直し

が行われております。

まず、ガス導管事業につきましては、改正後

も料金規制が存置され、独占的な地位が失われ

ないこと等から、収入割が存置されております。

その下、ガス製造事業のうち、特定ガス供給

業、これは先ほど申し上げました導管事業部門

が切り離された後の大手３社に加えまして、こ

れらと同じ地域、同等の規模でガス供給業を営

むＪＥＲＡ、関西電力を加えた５社となってお

ります。これらの法人は、事業規模が相対的に

大きく、地方財政や個々の地方団体への影響が

大きいということ等から、主たる課税方式を引

き続き収入割とした上で、付加価値割、資本割

を一部組み入れることとなりました。

その下、特定ガス供給業以外のガス製造事業

及びガス小売事業につきましては、事業規模が

相対的に小さく、制度的環境変化の影響を強く

受けると考えられること等から、他の一般の事

業と同じ課税方式とされたものであります。

なお、本県には、見直しが行われた部分に該

当する事業所がないことから、税収への影響は

ございません。
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左のページにお戻りください。

（２）大法人に対する法人事業税所得割の軽

減税率の廃止につきましては、資本金１億円超

の外形標準課税対象法人に係る法人事業税の所

得割について、令和４年４月１日以後に開始す

る事業年度から軽減税率が廃止されたことから、

関係規定の改正を行ったものであります。

法人事業税の所得割は、法人の各事業年度の

所得に対して課税されていますが、所得が800万

円以下の金額の部分に軽減税率が設けられてお

ります。この軽減税率は、もともと事業規模が

小さい法人の負担軽減を目的に設けられたもの

であることや、法人税における軽減税率は中小

法人のみを対象としているなど、制度としての

不均衡があるといった指摘を踏まえ、外形標準

課税対象法人に対する軽減税率が廃止されたも

のであります。

概要につきましては、右ページ下の表を御覧

ください。

各事業年度の所得のうち、400万円以下の金額

部分の0.4％、400万円を超え800万円以下の金額

部分の0.7％の軽減税率を廃止し、税率を１％と

したものであります。

左のページにお戻りください。

（３）不動産取得税の新築家屋の取得の日に

係る特例措置の適用期限の延長につきましては、

取得した土地の上に特例適用住宅を新築した場

合に、土地の不動産取得税を減額する等の特例

措置の適用期限を延長するものであります。

改正前は、令和４年３月31日までの間に土地

の取得が行われた場合を対象としておりました

が、改正後は、適用期限を２年延長し、令和６

年３月31日までに土地の取得が行われた場合に、

減額等の対象とする改正を行ったものでありま

す。

続きまして、（４）その他所要の改正につきま

しては、地方税法の改正に伴う項ずれが生じま

したことから、改正を行ったものであります。

最後に、３の施行期日ですが、令和４年４月

１日から施行することといたしました。

○日高委員長 執行部の説明が終了しました。

議案等について質疑はございませんか。

○中野委員 ６ページ以降の専決処分について、

４月１日から施行せざるを得なかったから専決

処分にしたということですが、５ページの議案

第３号は公布の日から施行し、４月１日に遡及

して適用するわけですよね。どちらも４月１日

から施行、適用するわけですが、議案第３号は

なぜ専決処分にならなかったんですか。

○満留税務課長 専決を行うものについては、

先ほども説明いたしましたが４月１日から適用

されるということで、取り急ぎ条例を改正しな

ければ、課税に不都合が生じるということでご

ざいます。

例えば、遡及すると県民に対して不利益にな

るものについては４月１日から施行すると。遡っ

ても県民に対して不利益が及ばないものについ

ては、遡りが認められているということで、専

決したものは、遡ると県民に不利益になるとい

うことで専決させていただいております。

○中野委員 ５ページのほうは県民に不利益が

発生しないということですか。

○満留税務課長 もう既に決まっていることに

対して継続するものですので、例えばここで専

決していなくても、現時点で行われていること

については不利益が及ばないということであろ

うかと思います。

○中野委員 ５ページの件ですが、この適用期

間及び特別償却設備に係る整備期間の期限延長

は２つとも同じものですか。この表の上の段と
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下の段は別問題なんですか。

○満留税務課長 別々でございます。

まず、適用期間の期限といいますのは、例え

ば業者が申請する期限を令和４年から令和６年

の３月31日まで延長したということでございま

す。その下、特別償却設備に係る整備期間の期

限は、上で認定を受けた後、２年間の間に施設

整備を行うという決まりになっていますが、認

定を受けてから３年間の間に施設整備するとい

うふうに１年間延長されたということになりま

す。

○中野委員 私の聞き方が下手なものだから、

申し訳ありませんが、この上、下は関連するわ

けですか。それとも全く別な案件なんですか。

というのが、別なものだろうなと思ったんで

すが、下の償却設備に係る整備期間の期限とい

うのを、認定を受けた日から翌日以後３年経過

するまでは、特別償却が認められるということ

ですよね。

○満留税務課長 特別償却を認めるというか、

下の不動産取得税の減額ですとか、そういうこ

とが認められるために施設整備する期間です。

下のほうの期間は、適用期間の期限までに申

請した事業者が、その適用となる資産を整備す

る─建物を建てたりする期間がもともと２年

間あったものを３年間に延長するということで

す。

○中野委員 この対象地域は諸塚村と椎葉村を

除く全域ですが、諸塚村と椎葉村はなぜ除かれ

たんですか。

○満留税務課長 諸塚村については、条件に合

う土地の確保が見込めないということ、椎葉村

については、本社機能の移転が見込めないとい

うことで不参加の意向が示されたと企業立地課

から聞いております。

○中野委員 ということは、例えば西米良村は

見込みがあるということでしょうか。

○満留税務課長 それ以外の市町村については、

県が計画を立てるときに参加の意向を示された

と聞いております。

○中野委員 そういう案件が西米良村にもある

ということですね。

○満留税務課長 現段階で西米良村にあるかど

うかは把握しておりませんが、参加の意向が示

されたということで、もしそういう案件が出て

きた場合は、適用になるということになろうか

と思います。

○太田委員 同じ５ページのところで、一番下

の適用となる県税の右下に県固定資産税と書い

てありますけれども、固定資産税といったら市

町村のものかなと思っていましたが、県固定資

産税というものがあるんですかね。

○満留税務課長 県が課税できる固定資産税が

ございます。大規模償却資産に係る固定資産税

ということで、いわゆる大きな施設─ダムで

すとか原子力発電所みたいな大きな施設の中の

償却資産がありまして、その資産の額が一定額

を超えますと、県が課税できる固定資産となっ

ております。

ただ、本県では今まででに上椎葉ダムが建設

されたときに適用があったということで、それ

以降は適用ございませんので、頻繁に出てくる

固定資産税はないということでございます。

○太田委員 ４ページの繰越明許費のところで、

何か高低差をならすというような感じの説明で

したが、この金額が２億9,000万円ということで、

すごく大きいんです。高低差をならすところが

広いのか、何かほかにもいろんな附属物の撤去

などの経費がかかっているのか、その辺の説明

をもう一度お願いします。
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○鹿島財産総合管理課長 合同庁舎と宿舎に高

低差が2.5メートルありまして、そこを切り下げ

る幅をどれぐらい確保することかよって、事業

費が変わってくるということになっております。

それを行いますと、造成費に伴う建設本体の

工事費がどうしても翌年度に繰り越すという形

になりますので、こういった金額になったとい

うことでございます。

○太田委員 造成だけじゃなくて建設費用も

入っているということですね。

○鹿島財産総合管理課長 はい、そのとおりで

ございます。

現在は、建物の解体費、造成費、それから主

体工事費を合計した金額で約３億円を超える事

業費になっております。

○日高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 次に、報告事項に関する説明を

求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了後にお願いいたします。

○鹿島財産総合管理課長 常任委員会資料の８

ページをお開きください。

令和３年度繰越明許費繰越計算書について御

説明いたします。

財産総合管理課からは、令和３年９月、11月

及び令和４年２月の定例県議会におきまして御

承認いただきました、表の１行目から５行目ま

での事業の繰越額が確定いたしましたので御報

告させていただきます。

まず、１行目の庁舎公舎等保全事業及び２行

目の電気機械管理事業についてであります。

これは、小林総合庁舎の空調改修工事におい

て、庁舎の使用状況から、当初予定した空調を

運転しない期間内での工事完了が困難となり、

工事期間と着工の時期を見直したことによるも

のでありまして、繰越額は、表の中ほどにあり

ますとおり、庁舎公舎等保全事業が1,896万7,000

円、電気機械管理事業が4,928万3,000円となっ

ております。なお、本工事につきましては、今

年６月６日に完了いたしました。

次に、３行目の県庁舎ＢＣＰ対策事業につい

てであります。

これは、７号館の受変電設備改修工事におい

て、１回目の入札が不落となり、再入札が必要

になったことから、工期を再設定したことに伴

うものでありまして、繰越額は１億725万円と

なっております。

次に、４行目の宮崎県東京ビル再整備事業（ア

ドバイザリー業務）についてであります。

これは、昨年、度重なる新型コロナウイルス

感染拡大の影響により、公募開始前に必要な準

備作業に不測の時間を要したため、提案内容の

審査を今年５月に行うこととしたことに伴うも

のでありまして、繰越額は264万円となっており

ます。

最後に、５行目の県有施設災害復旧事業につ

いてであります。これは、昨年発生いたしまし

た災害で被災した、防災行政無線中継局等の復

旧工事に必要な無線機の基盤の納入が、半導体

の供給不足の影響により遅れていること、また、

同じく昨年被災した県総合運動公園の自転車競

技場外側のり面の修復工事を競技への影響を最

小限に抑えるため、着工を今年３月としたこと

によりまして、それぞれ工期を延長したことに

伴うものであります。繰越額は合わせて860

万9,000円となっております。

○松野危機管理局長兼危機管理課長 同じく繰

越計算書の下から２段目、防災対策事業であり

ます。
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これは国の補正予算において、消防庁が災害

時の人的被害、住家被害などの情報を収集する

被害情報収集・共有システムを整備することに

伴い、市町村の被害情報等のデータを県の防災

情報共有システムで集計し、国のシステムに送

信する機能の構築を行うもので、令和４年２月

定例会において補正予算及び繰越しの承認をい

ただいたものであります。

発注の時期の関係から、全額を繰り越してお

り、繰越額は1,000万円であります。

○寺田消防保安課長 同じく繰越計算書の一番

下の段、防災行政無線管理事業であります。

これは、国の補正予算に伴い、県内各地に設

置しております震度計の震度データを県庁のサ

ーバーに集約し、そのデータを国に送信する震

度情報ネットワークシステムの機能強化と併せ

てシステムの更新を行うもので、令和４年２月

定例会において補正予算及び繰越しの承認をい

ただいたものであります。

発注の時期の関係から、全額を繰り越してお

りまして、繰越額は２億5,875万円であります。

○日高委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○渡邉総務課長 常任委員会資料の９ページを

お開きください。

宮崎県情報公開条例の改正について御説明い

たします。

まず、１の改正の理由であります。

宮崎県情報公開条例は、県民等の知る権利を

尊重する目的で制定され、それに基づき、公文

書開示請求の制度を設けております。

この公文書の開示を請求する権利は、誰もが

自由に行使することができる一方、条例の趣旨

・目的にのっとり、正当に行使するべき一定の

責務があることから、適正な制度活用を推進し、

円滑な行政運営を確保するため、適正な請求に

ついての規定を追加するものでございます。

次に２、背景でありますが、近年、制度の目

的から逸脱したと見受けられる公文書開示請求

が発生しております。

具体的には、特定の人物による公文書の開示

請求において、広範囲、大量の文書を請求し、

閲覧しない、いわゆる請求する権利の濫用と見

受けられる請求により、行政事務が停滞する事

例が起こっているものでございます。

次に３、改正の概要でありますが、このよう

な背景を踏まえ、公文書の開示を請求する権利

について、本来の目的を逸脱し、その権利を濫

用することを禁止する規定を設けるものであり

ます。

権利の濫用の例としましては、行政事務の停

滞が目的と認められる請求や、特定の職員や所

属に対する害意が明らかな請求などが考えられ

ます。

なお、権利の濫用に当たるかの判断において

は、単に大量請求であることをもって安易に権

利の濫用とすることのないよう、条例の趣旨・

目的と照らし合わせながら、個別の事案ごとに

慎重かつ厳格に判断してまいりたいと考えてお

ります。

最後に、４、これまでの経過及び今後の予定

ですが、２月に公文書開示審査会で条例改正に

ついての意見を伺い、７月にパブリックコメン

ト、９月に法令審査会の手続を経まして、11月

議会にて条例改正案を提案したいと考えており
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ます。

○壱岐行政改革推進室長 みやざき行財政改革

プランに基づく行財政改革の取組状況について

御説明します。

常任委員会資料の10ページをお開きください。

現在、第３期のプランに基づき、令和４年度

までの４年間に、ここに記載の４つの視点で改

革プログラムに取り組むこととしております。

本日は、令和３年度の主な取組について、特

徴的な項目を中心に御説明いたします。

11ページを御覧ください。

１つ目の視点、効率的で質の高い行政基盤の

構築についてです。

ここでは、（１）簡素で効率的な行政組織等の

整備として、①にありますように、デジタル化

やゼロカーボン社会の実現等、社会情勢に対応

するための組織体制の見直しや、新型コロナウ

イルス感染症対策への体制強化などの組織改正

を行っております。

12ページをお開きください。

（３）信頼性を高める行政運営では、③にあ

りますように、令和２年４月から開始した内部

統制制度に基づき、各所属で年２回の点検を行

い、行政執行の際のリスクを未然に防止するた

めの確認や改善の取組を実施しております。

続いて、13ページを御覧ください。

２つ目の視点、県民ニーズに対応した行政サ

ービスの提供についてです。

（２）県民サービス・利便性の向上を見てい

ただきますと、③にありますように、市町村と

共同でマイナンバー制度の周知を行っておりま

す。人口に対するマイナンバー交付枚数率は、

令和４年４月１日時点で56.4％となっており、

全国１位を達成しております。

続いて、15ページをお開きください。

３つ目の視点、県政運営を支える人材づくり

と働き方改革の推進についてです。

ここでは、（１）県政を担う人材の育成・確保

として、③にありますように、県の採用試験に

おいて、民間企業等でも広く活用されている適

性検査、ＳＰＩ３のテストセンター方式を導入

することで、全国で１次試験の受験が可能とな

りました。また、社会人採用試験も実施するな

ど、社会情勢の変化に対応した採用試験制度の

見直しを行っております。

次に、（２）女性職員が活躍できる職場環境の

整備では、②にありますように、県庁職員子育

て応援・女性活躍推進プランに基づき、女性職

員だけでなく、配偶者が出産予定の男性職員に

対しても、各種育児支援制度の活用を推進した

ところです。

令和３年度の男性の育児休業取得率は26.3％

となっており、令和２年度が17.6％でしたので、

伸びてきております。

続いて、16ページをお開きください。

（４）公務能率の向上を御覧ください。ここ

では②にありますように、ＩＣＴ活用により業

務の自動化・効率化を図っており、統計データ

の処理や定期的なホームページ掲載業務など、

庁内の44業務についてＲＰＡを導入し、約4,800

時間の業務時間を削減するなど、大きな効果が

得られたところです。

続いて、17ページを御覧ください。

４つ目の視点、健全な財務基盤の構築と資産

の有効活用についてです。

ここでは（１）に記載のとおり、自主財源で

ある県税収入の確保に取り組むとともに、（２）

で示していますように、未利用財産の売却やネ

ーミングライツの新規契約を行うなど、資産の

有効活用に取り組んでおります。
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次に、18ページを御覧ください。

財政健全化指針についてです。

１、財政健全化に係る目標としては、（１）か

ら（３）まで３つの目標を掲げています。

このうち、（１）財政関係２基金の残高確保及

び（２）県債残高の抑制については、令和４年

度当初予算編成後の残高は記載のとおりとなっ

ております。いずれも、財政健全化指針策定時

と比べて大きく悪化しているという状況にはあ

りません。

次に、（３）健全化判断比率の維持についてで

すが、令和２年度決算値で、実質公債費率が10.6

％、将来負担費率が103.6％となっており、いず

れも早期健全化基準を下回っていますので、財

政の健全化には問題はないと考えております。

なお、２の（１）財政見通しにつきましては、

令和４年度当初予算の編成状況を反映するなど

必要な見直しを行っております。令和13年度に

おいても、財政上の健全性は維持できる見通し

となっております。

最後に、19ページにプランの数値目標の進捗

状況の一覧を添付しておりますので、御覧になっ

ていただければと思います。

○鹿島財産総合管理課長 常任委員会資料の20

ページをお開きください。

宮崎県東京ビル再整備事業に係る優先交渉権

者の決定についてであります。

東京ビルにつきましては、昨年３月に策定い

たしました基本計画に基づき再整備することと

しており、今般、優先交渉権者が決定いたしま

したので御報告させていただきます。

まず、１の優先交渉権者決定までの経緯でご

ざいます。

（１）にありますとおり、昨年10月26日から

公募型プロポーザル方式により提案を募集し、

今年４月の書類提出期限までに６グループから

の応募がございました。これを受けまして（２）

にありますとおり、５月に東京ビル再整備事業

審査委員会を開催し、最優秀提案者が選定され、

その結果を踏まえ、優先交渉権者を決定したと

ころであります。

次に、２の優先交渉権者はヒューリックグル

ープ、代表事業者はヒューリック株式会社、構

成員となる会社名と担当業務は表のとおりでご

ざいます。

次に、３の提案概要を御覧ください。

（１）の提案額につきましては、施設解体費

及び県施設買取り額として20億9,330万円、県が

受け取る借地料として年額9,000万円の提案と

なっております。

（２）の事業概要でございますが、現在地に

おきまして表の３行目にありますとおり、地上11

階、地下１階、鉄骨造りのビルを整備すること

としております。

工期につきましては、表の一番下の欄のとお

り、令和５年７月から令和８年９月にかけて解

体・建設工事を行い、供用開始は令和８年10月

を予定しております。また、事業運営期間は69

年間となっております。

21ページを御覧ください。

①が県施設の概要でございますが、延床面積

は3,574平方メートル、１階にはフロンティアオ

フィスやコワーキングスペースなどを、２階と

３階には学生寮、４階から６階にかけて職員宿

舎を配置いたします。また、②の民間施設は延

床面積が5,211平方メートル、７階から11階にか

けて代表事業者による賃貸オフィスが設置され

ます。

最後に、４の今後の主なスケジュールでござ

いますが、今年９月の定例県議会へ関連予算の
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議案を提出し、議決をいただいた上で順次作業

を進めてまいりたいと考えております。

なお、ページ下に新しいビルの外観のイメー

ジ、次の22ページに学生寮及び１階部分のイメ

ージとなるイラストを掲載しておりますので御

覧ください。

○松野危機管理局長兼危機管理課長 常任委員

会資料の24ページをお開きください。

大規模災害時における物資の安定供給調査の

結果について御説明いたします。

まず、１の調査の概要でございます。

調査の目的ですが、大規模な災害が発生した

場合には国からの支援物資が被災地に届けられ

ることになりますが、その到着は発災後４日目

以降になると言われております。このため、発

災後３日目までの初動期において物資が不足す

る市町村から要請を受けますと、県が備蓄して

いる物資を効率的に避難所に供給する必要があ

りますことから、大規模災害の発生に備え、県

の備蓄場所や備蓄数量等の適正化を図るために

調査を実施したものであります。

委託料は1,049万4,000円で、委託先は三菱Ｕ

ＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社、調

査年度は令和３年度であります。

（５）の調査結果でありますが、①備蓄物資

の算定基礎となる避難者数につきましては、避

難所への避難者に車中泊避難者を加えた約26

万9,000人となっております。平成28年度に策定

しました宮崎県備蓄基本指針におきましては、

避難所への避難者のみの約23万7,000人を避難者

数としておりましたが、国の計画の改定等を踏

まえ、今回の調査では車中泊避難者を加えるこ

とが適当との報告がなされたところであります。

次に、②の県で確保すべき備蓄数量について

でありますが、先ほど説明しましたとおり、国

からの支援物資が届くのは発災後４日目以降と

なることが想定されますので、県備蓄基本指針

におきまして発災後３日間で必要となる物資に

ついては県、市町村、県民それぞれが１日分を

備蓄することを基本としております。

この表には県が備蓄しております10品目につ

いて記載しておりますが、上の表の一番左の列

の食料を例に御説明いたします。

今回の調査報告では、先ほどの避難者数の変

更を踏まえまして県の備蓄目標は63万3,000食と

なりますが、県では大規模災害発生時に災害時

の応援協定を締結している企業等から物資を優

先的に提供いただけることになっておりますの

で、その分が３段目の流通備蓄として36万9,000

食を確保できると見込んでおりまして、備蓄目

標63万3,000食から流通備蓄36万9,000食を差し

引いた残りの26万4,000食が県が現物として備蓄

すべき量となります。

なお、現物備蓄の欄の括弧内の数字は今年３

月末時点における県の現物備蓄の数量で７

万7,900食を備蓄しております。

食料につきましては、備蓄物資の算定基礎と

なる避難者数が増加しましたことから備蓄目標

は増加し、また流通備蓄で確保できる数量が減

少したことから現物備蓄の数量が増加する結果

となっております。

次のページを御覧ください。

③の課題ですけれども、ただいま御説明しま

した食料をはじめ、現物備蓄の数量が増加する

品目がありますが、現在県が確保しております

備蓄場所では増加する物資を備蓄するだけのス

ペースはありませんので、備蓄場所のさらなる

確保が必要となります。

下のほうに、参考として県の現在の備蓄場所

８か所を記載しておりますが、米印をつけてお
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ります市町村所有の小林市八幡原市民総合セン

ターと元県立都農高校校舎につきましては施設

の空きスペースをお借りしているもので永続的

な利用が保障されていない状況にあります。

また、これらの備蓄場所は物資を備蓄するた

めの専用施設ではないため、大量の物資を効率

的に搬出するためのフォークリフト等での運搬

ができず、毛布や食料などが入った重い段ボー

ル箱を一つ一つ手作業で運搬することとなり、

効率的な搬入・搬出が困難な状況であります。

さらに、県内では民間倉庫が少なく、空き率も

低いという統計調査結果もあり、民間倉庫の活

用は困難とのことであります。

なお、備蓄施設を新たに整備する場合には、

備蓄倉庫としての機能だけでなく、国等からの

支援物資を県が受け入れるための施設を広域物

資輸送拠点と呼びますけれども、その機能を備

えた大規模な施設整備の検討が必要とされてお

ります。

最後に、２の今後の予定でありますけれども、

県の防災会議に有識者等で構成する物資拠点整

備部会を設置しまして、不足する備蓄場所の確

保のため、物資拠点施設の整備などについて検

討を今後行うこととしております。今月末に第

１回の部会を開催し、７月から８月に第２回目

の部会を開催する予定であり、検討結果につき

ましては改めて御報告させていただきます。

○日高委員長 執行部の説明が終了しました。

その他報告事項について質疑はございませんか。

○中野委員 宮崎県情報公開条例の改正につい

てお尋ねしますが、これを改正するに当たって、

近年、特定の人物による請求する権利の濫用が

あるということですが、ここ数年で宮崎県で何

件ぐらい発生したものですか。

○渡邉総務課長 令和２年度が５件、令和３年

度が30件の開示請求がございました。いずれも、

大量の文書を請求し、全てまだ閲覧していただ

いていない状況にございます。

○中野委員 それが、権利濫用であればゆゆし

き問題でありますから、改正することはやぶさ

かでありませんが、その本来の目的を逸脱し、

その権利を濫用することを禁止する規定ですの

で、これが請求する権利の濫用だと認める基準

というのが何かあるんですか。

○渡邉総務課長 委員御指摘のとおり、県民の

知る権利を尊重することは大変重要だと思って

おりますので、この権利の濫用を判断する基準

はしっかり定めて運用したいと思っております。

具体的には、単に広範囲・大量の文書を請求

するだけではなく、閲覧しないであるとか、文

書を特定してくださいと何度もお願いしたにも

かかわらず応じてくださらないとか、あと特定

の職員が作成した文書を全て開示しろというよ

うな特定の職員に対する害意が明らかなものと

いうふうに厳格に判断したいと思っております。

○中野委員 実際の運用は、濫用であると判断

していかないといけないわけだから、特定の人

がぱっと判断することがないように、やはりそ

れなりの職責の人とかも含めて判断することが

必要です。

その前に、改正する案がどういう条文か分か

りませんけれども、この条文で実際請求する権

利のあるものまで濫用だと判断するようなこと

がないような運用の仕方やその辺に配慮した条

文にすべきだと思うんですよね。

○渡邉総務課長 委員御指摘のとおり、条文に

つきましては他県の例なども参考にいたしまし

て、また11月の議会で御審議いただきたいと思っ

ております。

また、この権利の濫用と判断するに当たりま
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しては、単に窓口とか職員で判断するのではな

く、当然決裁もいるんですけれども、必要に応

じて専門家の意見を聞くなどしながらやってい

きたいと思いますし、決裁に当たりましても部

長なりしっかり協議した上で判断するようにし

たいと思っております。

○日髙副委員長 先ほど大量の書類ということ

で、それを閲覧にも来ておられないという話で

したが、コピー料はＡ４で幾らですか。

○渡邉総務課長 写しが必要な場合は１枚10円

になりますけれども、この方は閲覧ということ

ですので料金はかかりません。

○日髙副委員長 かからないわけですね。使用

料の滞納があるのかと思いましたけれども、分

かりました。

○中野委員 東京ビルの再整備についてお尋ね

しますが、まずせっかく報告されるわけですが、

再整備事業審査委員会のメンバー表とか、もう

既に最優先交渉権者が決まってここに名前があ

るんですが、６者の応募があって評価したんだ

から、その評価表ぐらいは添付すべきだと思う

んですよね。

○鹿島財産総合管理課長 委員のおっしゃった

とおりかと思いますけれども、実は今月末に審

査委員会の内容をホームページで公開する予定

にしておりまして、そこに６グループの評価の

詳細な内容を記載する予定にしておりました。

今回のこの資料に間に合えばよかったんです

けれども、ちょっとタイムラグが生じまして載

せられなかったことについてはお詫びを申し上

げたいと思います。申し訳ありませんでした。

○中野委員 ということは、メディアの人やマ

スコミがいるのかどうか分かりませんが、質問

は控えなければならないわけですか。

○鹿島財産総合管理課長 ６グループの得点と

いうことであれば、後ほどまた御説明させてい

ただきたいと思います。

○中野委員 非公式とかそういうことではなく

て、我々は一度聞いたことを再度聞くような話

になるんですが、やっぱり公の場で質問してお

かないといけないこともあると思うんです。公

表する前に、後日、公のこういう場を設けても

らわないといけないと思います。

○鹿島財産総合管理課長 資料に載せていな

かったということでございまして、もしよろし

ければこの点数を今、この場で御説明すること

はできます。

○日高委員長 暫時休憩します。

午後２時58分休憩

午後３時１分再開

○日高委員長 再開いたします。

○中野委員 受け取る敷地料が年額9,000万円で

す。運用期間だけで69年間、工事だけでもその

前段に３年あるんですが、70年を超える期間ずっ

とこの土地がこういうことで利用されていくわ

けですが、9,000万円という金額はこの期間だけ

で見ても、69年間は何か物価が上がったり─

今どんどん物価も上がっていますが─スライ

ドしていく制度になっているんですか。それと

も固定した金額ですか。

○鹿島財産総合管理課長 こちらの年額9,000万

円につきましては、69年間プラス２年間で71年

間になりますけれども、固定した金額になって

おります。

○中野委員 それは、いかがなものかなと私は

思います。今は9,000万円という価格は非常に大

きい金額には見えますけれども、ものすごいこ

のインフレが─今はインフレがどんどん進ん

でいますけれども─ハイパーインフレという
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んですかね、ぱあっと終戦後みたいになったり

すると、もう紙くずというか、今のあめ玉１個

しか価値がない時代が来ますよ。

それでも、69年間というのは─私は今74歳

だけれども、私が５歳のときから今日までの期

間ですよ。職員の皆さん方は誰もまだ生まれて

いなかったと思うんですよ。

将来ですけれども、そのぐらい長期間にどう

いう価格変動があるのか、デフレにずっとなっ

ていけばそれはいいかもしれんけれども─過

去30年間はデフレだったとかいう節があります

が、それの倍の69年間、実際は建設期間を入れ

たら最低でも72年間ですからね。72年後ま

で9,000万円がずっと変わらないというのはどう

いうもんですかね。

○鹿島財産総合管理課長 中野委員の御指摘の

とおりだと思います。

現在、まだ契約には至っていないんですけれ

ども、これから定期借地権設定を行ってまいり

ます。その中で、契約事項として価格の変動、

貸付料の改定は非常に大きな契約事項になろう

かと思いますので、今委員からの御指摘にあり

ました土地の価格の上昇ですとか下落、あと近

傍類似地の土地の変動辺りを加味しながら、そ

の将来にわたる借地料の改定については今後協

議を行いながら双方合意で改定すべきときは改

定するというような条項を一つ提案してまいり

たいと考えております。

○中野委員 それから、評価の最たるものがこ

の9,000万円で決まっていますよね。ほかの５者

は、このおおむね半分以下の数字だったものだ

からマイナス評価になってしまったんですよね。

だから、価格だけでこのグループが最優先交

渉権者になったということですよね。評価はそ

ういうものだったんだと思いますが、9,000万円

はこの長期間ずっともらう金額だけれども、今

見れば非の打ちどころのないようなビッグなグ

ループだけれども、幾ら優秀な企業であっても

世の中どう変わるか分かりませんからね。我々

が若い頃絶対安定だと言われていた大きな三光

汽船なんかも結局倒産して、株価も紙くずでし

た。

それから、今は外国企業がどんどん買収した

りいろいろしますよね。そういうことも考えた

ら、どういう形の会社になるか分かりませんよ。

だから、そうなったときにこの毎年もらえ

る9,000万円はちゃんと回収を担保できるような

手続はされているわけですか。

○鹿島財産総合管理課長 先ほど御説明いたし

ました契約についてようやく協議に入ったとこ

ろでございますので、今の委員からの御意見も

踏まえながら何らかの形でしっかりと債権を担

保できるように検討・協議してまいりたいと考

えております。

○中野委員 今、支払い能力がないということ

は到底判断されませんけれども、さっき言った

ようにどういう時代になるか分かりませんから

ね。それでも、相手が支払わなかった場合は9,000

万円が回収できない。スライド方式になればもっ

と大きな金額を回収できなくなるとなれば、そ

のときにはちゃんと何か回収する担保を─

こっちの土地は我々の権利主張も何もできない

ようにちゃんと担保として相手に差し上げてい

ますからね。だから、その回収が滞った場合の

対策ということもきちんとしていなければいか

んと思うんですよ。

なぜこう言うかというと、評価の最たるもの

がこの受け取る借地料ですからね。借地料が高

かったから、ものすごい総合評価に差が出たわ

けでしょう。断トツによかったという数字になっ
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ているんですよ。しかし、その9,000万円が本当

に担保されていくのかということですよね。ほ

かの５者がなぜ半分以下ぐらいの数字だったの

か。

ちょっと言い過ぎかもしれませんが、本当は

これだけ払うと言っとけば絶対にこれを取れる

ということにも理解できますからね。そういう

ことをされないように、ちゃんともらえるお金

はどういうことがあっても回収できるようにと

か、そういう担保・保全をやっぱりしておくべ

きだと思うんですよね。

○渡辺総務部長 私から補足させていただきま

す。

中野委員の御指摘はもう本当おっしゃるとお

りだと思います。本当にこれだけのビッグプロ

ジェクトですし、多額かつ長期間の新しいやり

方ですので、本当に一番大事を取るといいます

か、徹底する目線から言えばおっしゃるとおり

です。

その意味で補足させていただくのは、まだ今

我々が与えられた中では最終的に決まっていま

せんけれども、優先交渉権者としては最もよい

方々が適切なプロセスで選ばれたと思っており

ます。その簡単なプロセスも御説明しないと多

分伝わらないかなと思うんで、それも含めてお

話させていただきます。

おっしゃるとおり、価格の影響力が最もあっ

た点ではあるんですけれども、簡単に言うと定

性と価格の２つがありまして、定性でも外部の

公認会計士とかそういう方が審査員として入っ

て見る中で、例えば耐震性とか、本当に70年持

つのかとかそういういろんな要素で見たときに、

このグループは６者のうち、いいグループに入っ

ていました。

その上で、この価格である定期借地料が一番

高かったんですけれども、この者だけが飛び抜

けていたわけではなく、もう１者高いところも

ありました。では、この価格が何かこう法外な

値段かと言われれば、この定期借地権のやり方

をやっているほかの類例からすると、確かに一

番高い水準ではあるんですけれども、ものの相

場から言って飛び抜けて高過ぎるものではない

ということも確認しております。

その上で、おっしゃるとおり取りっぱぐれな

いということが大事ですので、先ほど課長が申

し上げたように、実際の契約になるときは契約

書を結ぶんですけれども、この定期借地権とい

うやり方をやるときはひな形があって、約束を

破ったときには違約金を払うとか、価格の設定

を変えるときには必ず県が同意しないといけな

いとか、簡単に言えば取りっぱぐれないような

契約の条項を結ぶ。そして、そのひな形もある

ので、今後のプロセスの中できちんと相手とや

り取りをしていけば、ビッグプロジェクトでは

あるんですけれども、決して不安を抱かないで

いただける形になるんじゃないかなと思ってお

ります。

○中野委員 言われることはよく理解できるん

ですよね。ただ、せっかく土地の運用をするた

めに新しい方式で再開発して、そして東京事務

所で働く職員の宿舎を確保したり、将来の宮崎

県をあるいは日本を担う子供たちの寮になるわ

けでしょう。

そういうためにも、あそこを再開発したりす

ることは何もやぶさかではないんです。ぜひやっ

てほしいんだけれども、せっかく高価な一等地

を抱えて付加価値が9,000万円というものが確保

されれば、できたら物価スライドの中での現時

点での9,000万円という価値が将来も今の価値認

識と同じ価格になっておくべきことと、ちゃん
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と間違いなく県にその料金が入れられるのを確

保していく。その辺の担保とかいろんなことを

考慮してしてもらわないと、70年後という将来

は分かりません。

ずっと未来永劫ではなく、その70年間の期間

を今のお金で決めるときに何ら間違いなかった

と、あのときもぴしゃっとしたことをしていた

ということで、その将来も評価されるような手

続をきちんとしていてほしいと思うんです。

○日高委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、その他で何かござい

ませんか。

○太田委員 私は昨日一般質問をいたしまして、

いろんな方からもう少し聞いておいてほしいと

いうようなことがありましたので、確認させて

ください。

県有施設での電気料金の関係で、答弁として

はぴしゃっといただいておりますので了解して

いますが、新電力も含め、いわゆる入札で落札

しておりますということで、本館関係はイメー

ジがぴしっと出ておりました。

例えば、実際に新電力が契約を取っている学

校もあるのでしょうか

○鹿島財産総合管理課長 実際に県有施設で入

札にかかっているのは123施設ございまして、そ

のうち新電力が落札された施設が15施設ござい

ます。

今手元にある資料としては、高等学校関係で

いくと高鍋農業高校の屋上が新電力で１施設契

約している状況であります。

そのほかにつきましては、知事部局なり警察

署なりが該当しております。

○日高委員長 たしか、これは約款とかありま

すよね。多分これは日向市が、ああいう形になっ

て裁判で損害賠償請求するということなんです

けれども、約款の中に不可抗力がありますよね。

例えば災害とか、いわゆる戦争もですよ。今

回であればウクライナ紛争によってと言われれ

ば、もし裁判したときに負けるのではないです

か。もしそうなったときに100％勝てる保証はな

いですよね。

○鹿島財産総合管理課長 日向市の事例の詳細

を把握しておりませんので、ケースのその理由

が詳細に分かっておりませんけれども、恐らく

損害賠償の請求につきましては契約期間がまだ

大分あったというところで、もともと低い価格

で落札されているため、予定価格から落札価格

の差額分があります。

さらに、この再入札を行っても、手を上げて

くれる新しい入札先がなかったということで、

その場合は制度上自動的に九州電力の配送会社

が最終的に請負をする。その場合には、普通の

料金の1.2倍の料金がかかってしまうというとこ

ろで、もともとその事業者が撤退しなければ払

わなくてもよかった金額が重なっているという

ところで、それを損害賠償という形で今回は請

求されたのかと考えております。

○日高委員長 県の施設で新電力会社と契約し

ているところが15施設ありますが大丈夫でしょ

うか。約款の中に、不可抗力は認められないな

どと書かれていたら─結局、今回の理由とし

ては燃料が高くなったからもう供給できないわ

けでしょう。不可抗力の中には災害だけではな

くて紛争もあります。それだったら損害賠償し

なくていいよみたいな約款があって、ほかの新

電力会社はそういうのが入っています。

もし撤退されたら県もやられるので気をつけ

てくださいという話です。

○鹿島財産総合管理課長 議会答弁でも申し上
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げましたとおり、特にそういった相談は来てお

りませんので、現在契約をされている会社につ

きましては特に問題ないと考えております。

○日高委員長 安心しました。ありがとうござ

います。

ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもって総務部を終了いたし

ます。総務部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩します。

午後３時20分休憩

午後３時22分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、明日行

いたいと思います。

再開時刻については13時といたしたいのです

が、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、そのように決定いた

します。

そのほか、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 何もないようでしたら、本日の

委員会を終了したいと思いますが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、以上をもちまして本

日の委員会を終わります。

午後３時23分散会
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午後１時０分再開

出席委員（８人）

委 員 長 日 高 博 之

副 委 員 長 日 髙 利 夫

委 員 星 原 透

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 牛ノ濵 晋 也

総 務 課 主 事 大 島 采 香

○日高委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案等の採決を行いますが、採決の前

に賛否の含め、御意見をお願いいたします。暫

時休憩いたします。

午後１時０分休憩

午後１時０分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

それでは、採決を行いますが、採決につきま

しては議案ごとがよろしいでしょうか。一括が

よろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、議案第３号及び報告第１号につ

いては原案のとおり可決または承認することに

御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第１号、議案第３号及び報告第１号につい

ては、原案のとおり可決または承認すべきもの

と決定しました。

次に、請願の取扱いについてであります。

請願第９号についてでありますが、この請願

の取扱いも含め、御意見をお願いいたします。

午後１時１分休憩

午後１時２分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

それでは、お諮りいたします。

請願第９号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○日高委員長 挙手全員。よって請願第９号は

継続審査とすることに決定いたしました。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目及び内容について、御要望

等はありませんか。暫時休憩いたします。

午後１時２分休憩

午後１時７分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

令和４年６月23日(木)
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次に、閉会中の継続調査についてお諮りしま

す。

総合政策及び行財政対策に関する調査につい

ては継続審査といたしたいと思いますが、御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 御異議ございませんので、この

旨議長に申し出ることといたします。

次に、県外調査につきましては、10月17日か

ら19日に実施予定ですが、現時点で何か御意見

・御要望等がありましたら併せてお出しいただ

きたいと思います。暫時休憩いたします。

午後１時８分休憩

午後１時10分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

それでは、県外調査につきましては、７月19

日の閉会中の委員会で改めて御意見をいただき

ます。

次に、７月19日火曜日に予定されております

閉会中の委員会につきまして御意見を伺いたい

と思います。暫時休憩いたします。

午後１時10分休憩

午後１時11分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

それでは、７月19日火曜日の閉会中の委員会

につきましては、執行部からの報告を受けると

いう内容で委員会を開催することに御異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほか、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 以上で、委員会を閉会いたしま

す。委員の皆様、お疲れさまでした。

午後１時11分閉会
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